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一
九
七
二
年
に
出
土
し
た
銀
雀
山
漢
墓
竹
簡
『
守
法
守
令
等

十
二
篇
』
は
、
『
管
子
』
『
尉
線
子
』
等
と
の
類
似
部
分
を
多

々
含
む
貴
重
な
古
代
文
献
で
あ
る
。
筆
者
は
先
に
、
こ
の
十
二

篇
の
内
、
『
管
子
』
諸
篇
と
の
重
複
部
分
が
存
在
す
る
「
王
兵
」

篇
を
取
り
上
げ
、
そ
の
思
想
的
特
質
に
つ
い
て
考
察
を
加
え
た

（注
1
)

。

引
き
続
き
、
本
稿
で
は
、
『
尉
練
子
』
兵
令
篇
と
の
重
複
部

分
を
持
つ
「
兵
令
」
篇
、
及
び
他
の
諸
篇
に
つ
い
て
検
討
を
進

め
、
前
稿
の
考
察
と
併
せ
て
、
『
守
法
守
令
等
十
二
篇
』
全
体

を
総
括
す
る
こ
と
と
し
た
い
。

そ
の
際
、
特
に
留
意
し
た
い
の
は
、
こ
の
「
兵
令
」
篇
と
『
尉
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線
子
』
兵
令
篇
と
が
ほ
ぼ
重
複
す
る
の
は
何
故
か
、
ま
た
、
こ

序

言 銀
雀
山
漢
墓
竹
簡
『
守
法
守
令
等
十
二
篇
』

湯

浅

邦

弘

の
思
想
史
的
意
義

の
「
兵
令
」
篇
と
前
稿
に
於
て
考
察
し
た
「
王
兵
」
篇
な
ど
他

の
諸
篇
と
は
如
何
な
る
関
係
に
あ
る
か
、
即
ち
、
『
守
法
守
令

等
十
二
篇
』
は
全
体
と
し
て
体
系
性
を
有
す
る
文
献
で
あ
る
と

言
え
る
か
ど
う
か
、
更
に
、
戦
国
時
代
か
ら
漢
代
に
至
る
思
想
）

，
 

史
の
上
で
、
如
何
な
る
意
義
を
持
っ
て
い
た
の
か
、
そ
し
て
、

漠
代
以
降
、
散
侠
し
て
し
ま
っ
た
の
は
何
故
か
、
等
の
諸
点
で

あ
る
。な

お
、
『
銀
雀
山
漠
墓
竹
簡
』
[
-
]
（
文
物
出
版
社
、
一

九
八
五
年
）
は
、
こ
の
古
逸
文
献
を
、
「
守
法
守
令
等
十
三
篇

と
命
名
し
、
現
在
そ
の
仮
称
が
通
行
し
て
い
る
が
、
前
稿
に
記

し
た
理
由
に
よ
り
、
本
稿
で
も
、
こ
の
仮
称
を
「
守
法
守
令
等

十
二
篇
」
と
改
め
て
使
用
し
て
い
く
こ
と
と
し
た
い
。
ま
た
、

前
稿
同
様
、
底
本
に
は
『
銀
雀
山
漢
墓
竹
簡
』
[
-
]
を
使
用

し
、
竹
簡
の
欠
落
部
分
に
つ
い
て
は
、
同
書
の
付
す
注
や
私
見
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本
章
で
は
先
ず
、
「
兵
令
」
篇
の
内
容
に
つ
い
て
検
討
す
る
。

前
記
の
通
り
、
「
兵
令
」
篇
は
現
行
本
『
尉
線
子
』
（
注
3
)

兵
令
上
下
篇
と
ほ
ぽ
重
複
し
て
い
る
。
但
し
、
『
銀
雀
山
漢
墓

竹
簡
』
の
編
者
は
、
同
じ
く
銀
雀
山
漠
墓
竹
簡
に
含
ま
れ
て
い

た
『
尉
線
子
』
と
思
わ
れ
る
文
献
よ
り
も
む
し
ろ
『
守
法
守
令

等
十
二
篇
』
と
の
類
縁
性
が
高
い
と
し
て
、
「
兵
令
」
篇
を
『
尉

線
子
』
の
一
部
と
は
認
定
せ
ず
、
『
守
法
守
令
等
十
二
篇
』
中

の
一
篇
と
し
て
取
り
扱
っ
て
い
る
。
何
故
な
ら
、
「
兵
令
」
篇

の
竹
簡
の
様
式
，
字
体
な
ど
が
竹
簡
本
『
尉
線
子
』
と
は
合
致

し
な
い
一
方
で
、
『
守
法
守
令
等
十
二
篇
』
の
他
の
諸
篇
の
竹

簡
と
合
致
し
、
ま
た
、
『
守
法
守
令
等
十
二
篇
』
の
標
題
を
ま

と
め
て
示
す
一
枚
の
標
題
木
腋
（
注
4
)
に
、
確
か
に
「
兵
令
」

と
記
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
う
し
た
客
観
的
状
況
か
ら

判
断
し
て
、
「
兵
令
」
篇
が
元
来
『
守
法
守
令
等
十
二
篇
』
中

の
一
篇
で
あ
っ
た
可
能
性
は
高
く
、
『
銀
雀
山
漢
墓
竹
簡
』
が

「
兵
令
」
篇
を
竹
簡
本
『
尉
緩
子
』
中
の
一
篇
と
し
て
で
は
な

「
兵
令
」
篇
の
思
想

に
よ
り
、
補
訂
を
加
え
た
箇
所
が
あ
る
（
注
2
)
。

く
、
『
守
法
守
令
等
十
二
篇
』
中
の
一
篇
と
し
て
取
り
扱
っ
て

い
る
の
も
妥
当
な
措
置
で
あ
る
と
言
え
る
。

そ
こ
で
、
次
に
問
題
と
な
る
の
は
、
こ
の
「
兵
令
」
篇
が
『
守

法
守
令
等
十
二
篇
』
の
中
で
ど
の
よ
う
な
意
義
を
持
っ
て
い
る

の
か
、
ま
た
、
「
兵
令
」
篇
の
内
容
が
現
行
本
『
尉
線
子
』
の

兵
令
上
下
篇
と
ほ
と
ん
ど
重
複
す
る
の
は
何
故
か
と
い
う
点
で

あ
る
。
本
章
で
は
、
こ
れ
ら
の
点
に
留
意
し
つ
つ
、
「
兵
令
」

篇
の
思
想
的
特
質
を
探
っ
て
み
る
こ
と
と
し
た
い
。

先
ず
、
「
兵
令
」
篇
の
思
想
内
容
に
つ
い
て
考
察
す
る
と
、

次
の
よ
う
な
特
色
を
見
出
だ
す
こ
と
が
で
き
る
。

第
一
に
、
全
体
の
基
調
と
し
て
、
「
王
兵
」
篇
と
同
じ
く
、

現
実
的
な
軍
事
論
を
説
く
点
が
挙
げ
ら
れ
る
。
「
兵
令
」
篇
は
、

戦
国
の
現
況
を
踏
ま
え
ぬ
観
念
的
な
戦
争
論
を
説
く
訳
で
も
な

く
、
ま
た
、
人
事
よ
り
も
天
道
・
鬼
神
に
槌
る
「
兵
陰
陽
」
の

思
想
（
注
5
)
を
唱
え
る
訳
で
も
な
い
。
そ
の
主
題
は
、
戦
乱

の
世
を
如
何
に
勝
ち
抜
く
か
、
ま
た
そ
の
為
に
士
卒
を
い
か
に

統
括
す
る
か
と
い
う
点
で
一
貫
し
て
い
る
。

第
二
に
、
こ
れ
も
「
王
兵
」
篇
と
同
じ
く
、
軍
事
至
上
主
義

を
説
く
の
で
は
な
く
、
軍
事
に
於
け
る
「
文
」
「
武
」
の
バ
ラ

ン
ス
に
留
意
し
て
い
る
点
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
例
え
ば
、

(92) 



篇
の
冒
頭
で
、
「
兵
な
る
者
は
逆
徳
な
り
、
争
な
る
者
は
事
の

[
末
な
り
。
王
者
]
暴
[
乱
を
伐
ち
て
]
仁
義
を
定
む
る
な
り
」

と
、
「
仁
義
を
定
む
」
と
い
う
最
終
目
的
を
明
示
す
る
ほ
か
、

次
の
よ
う
に
、
軍
事
に
於
け
る
文
と
武
と
の
並
立
・
併
用
を
主

張
す
る
。

兵
は
、
武
を
以
て
棟
と
為
し
、
文
を
以
て
[
植
]
と
為

す
。
武
を
以
て
表
と
為
し
、
文
を
以
て
二
畏
と
為
す
。
武

を
以
て
外
と
為
し
]
‘
文
を
以
て
内
と
為
す
。
能
＜
此
の

三
者
を
審
か
に
す
れ
ば
、
則
ち
勝
敗
す
る
所
以
を
知
る
。

武
と
は
敵
を
凌
ぎ
死
生
を
分
か
つ
所
以
な
り
0

[
文
と
は

利
害
を
視
て
安
]
危
[
を
観
る
所
以
]
な
り
。
武
と
は
敵

を
[
犯
す
]
所
以
な
り
ヽ
文
と
は
守
る
所
以
な
り
o

兵
の

文
武
を
用
ゐ
る
や
、
響
の
声
に
応
じ
、
口
の
身
に
随
ふ
が

如
き
な
り
。

こ
こ
で
は
、
先
の
「
王
兵
」
篇
以
上
に
、
文
武
の
内
容
を
詳

細
に
解
説
し
、
文
武
両
者
が
表
裏
一
体
の
関
係
で
並
存
す
べ
き

こ
と
を
強
調
す
る
の
で
あ
る
。

第
三
に
、
「
王
兵
」
篇
に
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
特
色
と
し
て
、

自
国
の
軍
隊
内
に
於
け
る
士
卒
の
統
率
に
つ
い
て
説
く
と
い
う

5
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点
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

兵
は
専
一
を
以
て
勝
ち
、
離
散
を
以
て
敗
る
。
陳
は
数

（
密
）
．
を
以
て
必
ず
固
く
、
疏
を
以
て
ロ
ロ
。
将
、
威
有

れ
ば
則
ち
生
き
、
威
を
失
え
ば
則
ち
死
す
。
威
有
れ
ば
則

ち
勝
ち
、
威
母
（
無
）
け
れ
ば
則
ち
敗
る
。
卒
、
将
有
れ

ば
則
ち
闘
ひ
、
将
母
け
れ
ば
則
ち
北
ぐ
o

[

将
有
れ
ば
則

ち
死
し
、
将
母
け
れ
ば
則
ち
辱
め
ら
る
。
威
と
は
]
賞
罰

の
謂
ひ
な
り
。
卒
、
将
を
敵
よ
り
畏
れ
ば
戦
ひ
勝
ち
、
卒
、

敵
を
将
よ
り
畏
れ
ば
戦
ひ
北
ぐ
。
未
だ
戦
は
ず
し
て
勝
敗

を
知
る
所
以
は
、
固
よ
り
将
を
敵
に
称
る
な
り
。
敵
と
将

3
 

と
は
猶
ほ
権
衡
の
ご
と
き
な
り
。

こ
こ
で
は
、
特
に
後
半
部
分
に
於
け
る
自
国
の
将
軍
と
兵
卒
⑥

お
よ
び
敵
軍
の
三
者
の
力
関
係
を
説
く
点
が
注
目
さ
れ
る
。
即

ち
、
士
卒
の
立
場
か
ら
、
自
国
の
将
軍
と
敵
軍
と
を
比
較
し
、

「
卒
、
将
を
敵
よ
り
畏
れ
ば
戦
い
勝
ち
、
卒
、
敵
を
将
よ
り
畏

れ
ば
戦
い
北
ぐ
」
と
述
べ
る
の
で
あ
る
。
『
孫
子
』
の
始
計
篇

や
先
の
「
王
兵
」
篇
で
も
、
開
戦
前
に
於
け
る
計
謀
の
重
要
性
が

論
じ
ら
れ
、
そ
の
中
で
、
彼
我
の
将
軍
の
力
量
に
つ
い
て
も
客

観
的
な
比
較
の
必
要
性
が
説
か
れ
て
い
た
訳
で
あ
る
が
、
こ
こ

で
は
、
士
卒
を
如
何
に
統
括
す
る
か
と
い
う
視
点
か
ら
、
「
敵

と
将
と
は
猶
ほ
権
衡
の
ご
と
き
な
り
」
と
、
自
国
の
将
軍
と
敵
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軍
と
を
比
較
す
る
点
に
、
そ
の
特
色
が
あ
る
と
言
え
よ
う
。

ま
た
、
次
の
一
段
も
、
将
軍
と
士
卒
と
の
関
係
に
つ
い
て
述

べ
る
。

将
と
卒
と
は
、
父
子
の
親
、
血
口
の
樹
（
属
）
、
六
親

の
私
有
る
に
非
ざ
る
な
り
。
然
り
而
し
て
敵
を
見
て
之
に

走
る
こ
と
帰
す
る
が
如
く
、
前
む
に
千
仁
（
初
）
の
湊
有

り
と
雖
も
、
脊
を
折
り
口
□
…
…
ロ
ロ

H
即
に
全
明
の
]

し
め

賞
[
を
見
し
]
ヽ
後
に
必
死
の
刑
を
見
せ
ば
な
り
o

将、

前
に
其
の
[
賞
を
]
明
ら
か
に
せ
ず
ヽ
[
後
に
]
其
の
厳

を
[
明
ら
か
に
せ
ざ
れ
ぱ

r
則
ち
敗
軍
o

死
将
・
禽
(
檎

卒
な
り
。
ロ
ロ
…
…
□
口
制
、
刑
罰
を
厳
に
し
‘
[
慶
]

賞
を
[
明
ら
か
に
し
]
、
功
発
(
伐
）
の
得
を
全

V
し、

斧
絨
を
陳
し
、
章
旗
を
飾
り
、
功
有
れ
ば
必
ず
冨
界
し
]
‘

令
を
犯
せ
ば
必
ず
死
す
。
両
敵
の
相
距
し
、
行
陳
の
薄
近

す
る
に
及
び
至
り
て
は
‘
[
将
‘
抱
を
提
げ
て
之
を
鼓
し
、

存
亡
死
生
、
抱
の
端
に
存
り
]

o

天
下
の
（
兵
を
）
善
＜

す
る
者
有
り
と
[
雖
も
]
、
太
鼓
の
後
を
御
す
る
能
は
ず
o

卒
を
出
し
て
兵
を
陳
し
、
陳
を
行
し
て
敵
を
視
、
章
旗
相

望
み
、
矢
弩
未
だ
合
せ
ず
、
兵
刃
未
だ
接
せ
ざ
る
に
、
先

に
課
す
る
者
は
虚
な
り
。
後
に
課
す
、
之
を
実
と
謂
ひ
、

課
せ
ざ
る
、
之
を
閉
と
謂
ふ
。

兵
の
体
]
な
り
。

将
軍
と
士
卒
と
の
間
に
は
、
「
父
子
の
親
」
「
血
口
の
樹
（
属
）
」

「
六
親
の
私
」
も
な
い
。
そ
れ
に
も
関
わ
ら
ず
、
将
軍
が
士
卒

を
自
在
に
操
れ
る
の
は
「
刑
罰
を
厳
に
し
、
慶
賞
を
明
ら
か
に
」

し
て
い
る
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。
こ
う
し
た
「
兵
令
」
篇
の
主

張
は
、
将
軍
と
士
卒
と
の
人
間
的
な
信
頼
関
係
に
で
は
な
く
、

士
卒
を
外
側
か
ら
強
制
す
る
賞
罰
に
依
拠
せ
ん
と
す
る
点
で
、

『
商
君
書
』
に
見
え
る
よ
う
な
法
術
的
思
想
を
表
明
す
る
も
の

で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
こ
れ
は
、
先
の
資
料
に
於
て
、
将
軍
の
心⑥

 

「
[
威
と
は
]
賞
罰
の
謂
ひ
な
り
」
と
定
義
さ
れ
て
い
た
こ
と

と
も
関
連
す
る
。
即
ち
、
「
兵
令
」
篇
で
は
、
将
軍
と
士
卒
と

を
結
ぶ
も
の
は
賞
罰
と
い
う
外
圧
で
あ
る
と
説
か
れ
て
い
る
の

で
あ
る
。

第
四
に
、
こ
れ
も
「
王
兵
」
篇
に
見
え
な
か
っ
た
特
色
と
し

て
、
商
鞍
変
法
や
出
土
秦
律
を
紡
彿
と
さ
せ
る
具
体
的
な
罰
則

規
定
の
存
在
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
（
注
6
)
。
こ
れ
は
、

「
諸
県
の
軍
を
去
る
こ
と
百
里
な
る
者
は
、
皆
守
禦
の
備
え
を

為
す
こ
と
、
辺
の
一
城
に
居
る
が
如
く
」
以
下
、
現
行
本
『
尉

線
子
』
の
兵
令
下
篇
（
注
7
)
に
相
当
す
る
部
分
に
見
え
る
特

[
閉
]

[
虚
は
、
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色
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
規
定
の
詳
細
に
つ
い
て
は
割
愛
す
る
が
、
概
括
的

に
言
え
ば
、
そ
の
内
容
は
、
徴
兵
の
際
の
出
頭
に
関
す
る
規
則

（
集
合
日
時
の
厳
守
等
）
（
注
8
)
、
戦
闘
の
際
の
逃
亡
の
禁

止
（
注
9
)
、
軍
籍
の
管
理
に
関
わ
る
規
則
（
注
10)
等
で
あ

り
、
ま
た
、
こ
れ
ら
に
共
通
す
る
基
本
原
則
と
し
て
、
什
伍
の

組
織
を
前
提
と
し
た
連
座
制
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
銀
雀
山
漢
墓
竹
簡
「
兵
令
」
篇
は
、
先
の

「
王
兵
」
篇
と
同
様
、
一
篇
と
し
て
の
纏
ま
り
を
持
ち
、
ま
た
、

そ
の
思
想
内
容
に
於
て
も
「
王
兵
」
篇
と
の
類
似
点
を
持
つ
こ

と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。
も
っ
と
も
、
「
兵
令
」
篇
に
は
、
「
王

兵
」
篇
に
見
え
な
い
幾
つ
か
の
特
色
も
存
在
し
た
が
、
そ
の
相

違
は
、
両
篇
の
思
想
的
な
対
立
や
矛
盾
を
意
味
す
る
も
の
で
は

な
く
、
同
一
基
調
の
中
に
於
け
る
観
点
の
相
違
を
示
す
も
の
と

考
え
ら
れ
る
。
即
ち
、
先
の
「
王
兵
」
篇
が
「
王
」
の
「
兵
」

と
は
何
か
と
い
う
軍
事
の
最
も
基
礎
的
な
理
念
を
説
く
こ
と
に

終
始
し
て
い
た
の
に
対
し
て
、
こ
の
「
兵
令
」
篇
は
、
「
兵
」

を
如
何
に
統
括
し
得
る
か
に
つ
い
て
の
基
本
原
則
と
そ
の
具
体

的
な
「
令
」
を
論
述
す
る
こ
と
に
主
眼
を
置
い
て
い
る
の
で
あ

る。

さ
て
次
に
、
視
点
を
変
え
て
、
こ
の
篇
が
現
行
本
『
尉
線
子
』

の
兵
令
篇
と
重
複
す
る
現
象
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。
こ
の

点
に
つ
い
て
、
―
つ
の
可
能
性
と
し
て
考
え
ら
れ
る
の
は
、
『
尉

線
子
』
の
側
の
変
化
と
い
う
事
情
で
あ
る
。

先
述
の
如
く
、
こ
の
銀
雀
山
漠
墓
竹
簡
に
は
、
現
行
本
『
尉

線
子
』
の
一
部
（
注
11)
と
ほ
ぼ
重
複
す
る
五
篇
の
文
献
も
含

ま
れ
て
お
り
、
そ
れ
は
、
そ
の
重
複
部
分
の
整
合
の
度
合
い
か
）5
 

ら
、
『
尉
線
子
』
の
旧
本
、
或
い
は
そ
の
一
部
、
或
い
は
少
な

Cg

く
と
も
、
『
尉
線
子
』
の
素
材
の
一
部
と
考
え
ら
れ
、
『
銀
雀

山
漢
墓
竹
簡
』
も
、
こ
れ
ら
を
『
尉
練
子
』
と
認
定
し
て
取
り

扱
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
五
篇
を
直
ち
に
『
尉
線
子
』
旧
本
の
完

本
と
考
え
て
よ
い
か
は
別
と
し
て
、
こ
の
竹
簡
本
の
発
見
に
よ

っ
て
、
『
尉
練
子
』
は
少
な
く
と
も
、
従
来
考
え
ら
れ
て
い
た

よ
う
な
魏
晋
以
降
の
偽
書
な
ど
で
は
な
く
、
先
秦
時
代
の
文
献

で
あ
る
こ
と
が
ほ
ぼ
確
定
し
た
の
で
あ
る
。

但
し
、
現
行
本
『
尉
線
子
』
と
竹
簡
本
『
尉
線
子
』
と
の
間

に
は
、
そ
の
構
成
や
字
旬
に
、
次
の
よ
う
な
相
違
も
見
ら
れ
る
。

・
「
兵
令
」
篇
と
『
尉
線
子
』
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先
ず
、
両
者
の
構
成
の
差
異
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、
以

下
、
便
宜
上
、
現
行
本
の
内
、
竹
簡
本
に
も
存
在
す
る
諸
篇
を

A
群
、
竹
簡
本
に
な
く
現
行
本
に
の
み
存
在
す
る
諸
篇
を
B
群

と
呼
び
、
列
挙
し
て
み
る
。

A
群
…
兵
談
（
治
[
兵
]
）
*
‘
攻
権
（
兵
勧
Y

守
権
（
篇

名
未
詳
）
、
将
理
（
篇
名
未
詳
）
、
原
官
（
篇
名
未

詳
）
。

B
群
…
天
官
＊
、
制
談
、
戦
威
＊
、
十
二
陵
、
武
議
、
治
本
、

戦
権
、
重
刑
令
、
伍
制
令
、
分
塞
令
、
束
伍
令
、
経

卒
令
、
勒
卒
令
、
将
令
、
踵
軍
令
、
兵
教
上
、
兵
教

下
。
兵
令
上
＊
、
兵
令
下
。

な
お
、
（
）
内
は
竹
簡
本
の
篇
名
。
篇
名
が
確
認
さ
れ
て

い
な
い
も
の
に
つ
い
て
は
篇
名
未
詳
と
記
す
。
＊
印
は
、
群
書

治
要
本
に
も
存
在
す
る
篇
で
あ
る
こ
と
を
示
す
。
ま
た
、
第
一

章
で
論
述
し
た
理
由
に
よ
り
、
こ
こ
で
は
兵
令
上
下
篇
に
つ
い

て
は
、
一
応
、
考
察
の
対
象
外
と
す
る
。

さ
て
、
右
の
内
、
先
ず
そ
の
差
異
の
部
分
、
即
ち
B
群
に
注

目
し
て
み
た
い
。
仮
に
、
竹
簡
本
が
『
尉
緯
子
』
原
本
の
姿
を

ほ
ぼ
伝
え
る
も
の
で
あ
っ
た
と
仮
定
す
れ
ば
、

B
群
の
諸
篇
は
、

現
行
本
『
尉
統
子
』
成
立
の
過
程
で
新
た
に
追
加
さ
れ
た
要
素

と
い
う
こ
と
に
な
る
。
も
っ
と
も
、
竹
簡
本
が
仮
に
『
尉
練
子
』

の
旧
態
を
伝
え
る
も
の
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
の
完
本
で
は

な
く
、
全
体
の
一
部
で
あ
っ
た
可
能
性
も
あ
り
、
こ
の
構
成
上

の
差
異
は
、
直
ち
に
両
者
の
比
較
材
料
に
は
な
ら
な
い
と
も
言

え
る
。た

だ
、
竹
簡
本
が
完
本
で
あ
る
か
否
か
に
つ
い
て
は
、
現
段

階
で
は
そ
れ
を
確
定
し
得
る
材
料
が
存
在
し
な
い
の
で
、
こ
こ

で
は
取
り
敢
え
ず
、

A
群
全
体
と
B
群
全
体
と
を
比
較
し
、
両

群
の
間
に
顕
著
な
相
違
が
見
ら
れ
る
か
ど
う
か
を
検
討
し
て
み

る
こ
と
と
す
る
。

6g)
 

そ
こ
で
、

A
.
B
両
群
を
比
較
す
る
と
、
次
の
よ
う
な
特
徴

が
あ
る
こ
と
に
気
付
く
。
第
一
は
、

A
群
に
は
、
天
人
相
関
思

想
を
基
調
と
す
る
兵
学
思
想
へ
の
直
接
的
批
判
が
見
ら
れ
な
い

こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
B

群
に
属
す
る
天
官
篇
•
戦

威
篇
・
武
議
篇
で
は
、
「
黄
帝
の
刑
徳
な
る
者
は
、
刑
を
以
て

之
を
伐
ち
、
徳
を
以
て
之
を
守
り
、
世
の
所
謂
刑
徳
に
非
ざ
る

な
り
。
世
の
所
謂
刑
徳
な
る
者
は
、
天
官
・
時
日
・
陰
陽
・
向

背
な
り
。
黄
帝
な
る
者
は
人
事
の
み
」
（
天
官
）
、
「
天
時
は

地
利
に
如
か
ず
、
地
利
は
人
和
に
如
か
ず
。
聖
人
の
貴
ぶ
所
は

っ3

人
事
の
み
」
（
戦
威
）
、
「
武
王
士
民
を
炉
ら
さ
ず
、
兵
刃
に
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血
ぬ
ら
ず
し
て
商
に
克
ち
紺
を
誅
す
。
祥
異
無
き
な
り
。
人
事

の
修
ま
る
と
修
ま
ら
ざ
る
と
に
し
て
然
る
な
り
。
今
の
世
の
将

は
、
孤
虚
を
考
へ
咸
池
を
占
ひ
、
亀
兆
を
合
せ
て
吉
凶
を
見
、

星
辰
風
雲
の
変
を
観
て
、
以
て
勝
を
成
し
功
を
立
て
ん
と
欲
す
。

臣
以
て
難
し
と
為
す
」
（
武
議
）
と
、
天
人
相
関
に
基
づ
く
兵

学
思
想
を
厳
し
く
論
難
し
、
軍
事
に
於
け
る
人
事
の
重
要
性
を

力
説
し
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
A
群
に
於
て
も
、
逆
に
、
天
人
相

関
的
な
兵
学
思
想
が
説
か
れ
て
い
る
と
い
う
訳
で
は
な
く
、
人

事
主
体
の
現
実
的
軍
事
思
想
と
い
う
点
で
B
群
と
の
麒
甑
は
来

し
て
い
な
い
。
し
か
し
、
少
な
く
と
も
天
官
篇
の
如
き
激
烈
な

批
判
は
、

A
群
に
は
見
当
た
ら
な
い
。

第
二
に
、

A
群
に
は
、
商
鞍
変
法
を
初
彿
と
さ
せ
る
什
伍
・

連
座
制
等
の
規
定
が
見
ら
れ
な
い
。

B
群
に
は
、
重
刑
令
・
伍

制
令
•
分
塞
令
・
束
伍
令
・
軽
卒
令
・
勒
卒
令
・
将
令
・
踵
軍

令
・
兵
教
上
・
兵
教
下
の
如
く
、
軍
隊
内
の
具
体
的
な
「
令
」

や
そ
の
「
教
」
練
に
つ
い
て
説
く
諸
篇
が
存
在
し
、
全
体
の
約

半
数
を
占
め
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、

A
群
で
は
、
軍
事
・
用
兵

の
基
礎
的
理
念
に
つ
い
て
、
或
い
は
攻
撃
論
・
守
備
論
・
将
軍

論
・
軍
隊
構
成
論
な
ど
、
よ
り
全
体
的
総
括
的
な
主
張
が
そ
の

中
心
を
成
し
、

B
群
に
見
え
る
よ
う
な
具
体
的
な
軍
令
・
教
令

は
説
か
れ
な
い
（
注
12)
。

以
上
の
点
か
ら
、
出
土
し
た
竹
簡
五
篇
が
原
本
『
尉
線
子
』

の
基
本
的
性
格
を
ほ
ぼ
伝
え
る
も
の
で
あ
っ
た
と
仮
定
し
た
場

合
に
は
、
原
本
に
は
本
来
な
く
、
現
行
本
の
側
に
新
た
に
加
味

さ
れ
た
要
素
と
し
て
、
第
一
に
、
天
人
相
関
思
想
に
基
づ
く
兵

学
思
想
へ
の
直
接
的
批
判
、
第
二
に
、
商
鞍
変
法
に
類
似
す
る

種
々
の
具
体
的
な
軍
令
・
教
令
の
提
示
、
の
二
点
を
挙
げ
る
こ

と
が
で
き
る
。

但
し
、
第
一
の
点
は
、
必
ず
し
も
B
群
全
体
に
亙
る
特
色
で

は
な
い
の
で
、
こ
れ
は
、

A
.
B
両
群
の
相
違
と
い
う
よ
り
は
、

7
 

『
尉
線
子
』
全
体
の
中
に
於
け
る
天
官
篇
•
戦
威
篇
•
武
議
篇
c
g

の
特
質
で
あ
る
可
能
性
も
高
い
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
こ
で
結
局
、
明
ら
か
に
A
.
B
群
各
々
の
全
体
に
関
わ
る

相
違
点
と
し
て
注
目
さ
れ
る
の
は
、
右
の
内
の
第
二
の
点
と
い

う
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
こ
の
第
二
の
点
、
即
ち
、
商
峡
変

法
に
類
似
す
る
種
々
の
具
体
的
な
軍
令
・
教
令
は
、
正
し
く
、

『
守
法
守
令
等
十
二
篇
』
中
の
「
兵
令
」
篇
の
如
き
資
料
を
基

に
増
補
さ
れ
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
か
と
推
測
さ
れ
る
。

私
見
に
よ
れ
ば
、
原
本
『
尉
線
子
』
の
成
立
は
、
戦
国
時
代

の
中
期
頃
ま
で
遡
る
可
能
性
を
持
つ
と
考
え
ら
れ
る
（
注
13)
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が
、
そ
の
後
、
戦
国
時
代
の
終
息
に
向
か
っ
て
、
古
代
中
国
に

於
け
る
戦
争
形
態
は
、
更
に
激
化
・
長
期
化
・
大
規
模
化
の
様

相
を
呈
し
て
く
る
。
そ
う
し
た
中
で
、
俄
か
に
強
大
化
を
遂
げ

た
の
が
、
商
鞭
変
法
以
来
の
国
内
改
革
に
成
功
し
た
秦
で
あ
っ

た
。
人
事
主
体
の
現
実
的
な
戦
争
論
を
志
向
す
る
『
尉
練
子
』

に
と
っ
て
、
更
に
自
説
を
補
強
す
る
要
素
と
し
て
求
め
ら
れ
た

の
は
、
こ
の
商
峡
変
法
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
軍
令
の
数
々
で
は

な
か
っ
た
ろ
う
か
。
即
ち
、
銀
雀
山
漢
墓
竹
簡
「
兵
令
」
篇
と

現
行
本
『
尉
線
子
』
兵
令
篇
と
の
重
複
は
、
こ
う
し
た
『
尉
練

子
』
側
の
増
補
改
訂
の
痕
跡
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
の
で

あ
る
。こ

の
よ
う
に
、
『
尉
線
子
』
が
戦
国
時
代
後
期
の
戦
争
状
況

を
反
映
し
て
、
本
来
A
群
を
中
核
と
す
る
そ
の
内
容
を
、
更
に

B
群
を
加
え
る
形
で
増
補
改
訂
し
て
行
っ
た
と
す
れ
ば
、
そ
の

証
左
は
、
右
の
よ
う
な
全
体
の
構
成
の
差
異
と
い
う
点
以
外
に

も
見
出
だ
せ
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

そ
こ
で
次
に
、

A
群
と
B
群
の
差
異
と
い
う
観
点
を
離
れ
、

竹
簡
本
・
現
行
本
両
者
の
重
複
部
分
、
即
ち
A
群
の
諸
篇
に
着

目
し
て
み
た
い
。

A
群
の
中
で
、
そ
の
篇
内
部
の
構
造
の
差
異
が
目
立
つ
の
は
、

現
行
本
の
攻
権
篇
、
即
ち
竹
簡
本
の
「
兵
勧
」
篇
で
あ
る
。
こ

の
篇
は
、
多
少
の
文
字
の
異
同
を
示
し
な
が
ら
も
、
そ
の
内
容

は
基
本
的
に
は
ほ
ぼ
一
致
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
現
行
本
の

残
り
約
三
分
の
一
の
部
分
（
「
兵
有
去
備
撤
威
而
勝
者
、
以
其

有
法
故
也
」
か
ら
篇
末
ま
で
）
が
、
何
故
か
竹
簡
本
に
は
全
く

存
在
し
な
い
。

こ
の
相
違
は
、
単
な
る
偶
然
の
産
物
で
、
そ
れ
ほ
ど
深
い
意

味
を
持
た
な
い
と
い
う
可
能
性
も
あ
る
が
、
現
行
本
に
の
み
見

え
る
こ
の
部
分
は
、
不
思
議
な
こ
と
に
、
先
の
B
群
と
同
じ
く
、

8
 

什
伍
制
や
兵
の
動
員
・
召
集
に
関
す
る
記
述
を
、
そ
の
内
に
含

g) 

む
一
段
で
あ
る
（
注
14)
。

従
っ
て
、
仮
に
、
こ
の
部
分
も
現
行
本
の
側
の
何
ら
か
の
意

図
に
よ
っ
て
付
加
さ
れ
た
要
素
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
意
図

は
、
先
の
B
群
を
追
加
す
る
に
至
っ
た
動
機
と
同
種
の
も
の
で

あ
っ
た
可
能
性
が
高
い
と
考
え
ら
れ
る
。
即
ち
、
『
尉
線
子
』

は、

B
群
の
追
加
と
い
う
形
で
そ
の
内
容
を
補
訂
す
る
と
同
時

に、

A
群
の
内
部
に
も
若
干
の
改
訂
を
試
み
て
い
た
の
で
は
な

い
か
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
A
群
内
部
の
相
違
を
示
す
も
の
と
し
て
、
次
に
挙

げ
ら
れ
る
の
は
、
兵
談
篇
（
竹
簡
本
の
「
治
[
兵
]
」
篇
）
で



1001 

あ
る
。
こ
の
篇
は
、

A
群
の
中
で
、
最
も
字
旬
の
異
同
が
目
立

つ
部
分
で
あ
る
が
、
特
に
、
将
軍
論
に
関
わ
る
次
の
よ
う
な
相

違
点
が
注
目
さ
れ
る
。
先
ず
、
竹
簡
本
の
側
を
掲
げ
る
。

故
名
将
而
無
家
、
絶
苫
（
険
）
徹
（
漁
）
根
（
壊
）
而

無
主
、
左
提
鼓
右
慮
抱
而
[
無
]
生
焉
ヽ
故
臨
生
不
為
死
ヽ

臨
死
不
為
生
、
得
帯
甲
十
万
、
口
車
千
乗
、
兵
絶
苫
漁
根
、

不
□
…
…
怒
、
清
不
可
事
以
財
。

故
に
名
将
に
し
て
家
無
く
、
険
を
絶
ち
根
を
造
へ
て
主

無
く
、
左
に
鼓
を
提
げ
右
に
抱
を
慮
し
て
生
く
る
無
し
。

故
に
生
に
臨
み
て
死
を
為
さ
ず
、
死
に
臨
み
て
生
を
為
さ

ず
。
帯
甲
十
万
•
口
車
千
乗
を
得
て
、
兵
険
を
絶
ち
浪
を

逢
へ
、
不
□
…
…
□
怒
、
清
く
し
て
事
ふ
る
に
財
を
以
て

す
べ
か
ら
ず
。

こ
こ
で
は
、
将
軍
た
る
者
の
悲
壮
な
決
意
と
そ
の
勇
姿
が
説

か
れ
、
ま
た
、
そ
う
し
た
将
軍
の
下
で
力
を
尽
く
す
兵
の
様
が

述
べ
ら
れ
て
い
る
（
注
15)
。

こ
れ
に
該
当
す
る
現
行
本
は
、
次
の
如
く
で
あ
る
。

将
者
上
不
制
於
天
、
下
不
制
於
地
、
中
不
制
於
人
、
寛

不
可
激
而
怒
、
清
不
可
事
以
財
。

将
た
る
者
、
上
は
天
に
制
せ
ら
れ
ず
、
下
は
地
に
制
せ

ら
れ
ず
、
中
は
人
に
制
せ
ら
れ
ず
。
寛
に
し
て
激
し
て
怒

ら
し
む
べ
か
ら
ず
、
清
く
し
て
事
ふ
る
に
財
を
以
て
す
べ

か
ら
ず
。

同
じ
く
、
将
軍
論
で
あ
る
と
は
言
え
、
こ
こ
に
は
、
天
地
人
、

何
者
に
も
制
約
さ
れ
な
い
将
軍
の
絶
大
な
権
威
と
い
う
観
点
が

付
加
さ
れ
て
い
る
。
即
ち
、
一
人
の
将
軍
の
力
を
、
そ
の
内
面
・

外
面
に
分
け
て
捉
え
る
と
す
れ
ば
、
竹
簡
本
で
は
、
我
が
身
を

棄
て
て
責
務
を
全
う
す
る
将
軍
の
個
人
的
な
力
量
や
資
質
と
い

う
内
面
が
説
か
れ
る
の
に
対
し
て
、
現
行
本
で
は
む
し
ろ
、
他

者
に
対
す
る
将
軍
の
権
威
の
確
立
と
い
う
外
面
が
重
要
視
さ
れ

，
 

て
い
る
の
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
竹
簡
本
で
は
、
や
や
仁
侠
⑥

的
な
将
軍
像
が
描
か
れ
る
の
に
対
し
て
、
現
行
本
で
は
、
よ
り

国
家
的
・
権
威
的
な
将
軍
像
が
提
示
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ

る
の
で
あ
る
（
注
16)
。

も
っ
と
も
、
現
行
本
全
体
を
概
観
す
れ
ば
、
そ
こ
に
は
、
士

卒
と
の
人
間
的
信
頼
を
重
視
す
る
将
軍
像
と
、
士
卒
を
造
か
に

超
越
し
た
権
威
的
将
軍
像
と
の
二
つ
が
並
存
し
て
い
る
と
言
え

る
（
注
17)
。
従
っ
て
、
こ
の
竹
簡
本
と
現
行
本
と
の
差
異
は
、

そ
の
性
格
が
一
変
し
た
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
は
な
く
、
元
来

有
し
て
い
た
性
格
の
内
、
将
軍
の
外
面
的
権
威
の
確
立
と
い
う
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側
面
が
よ
り
補
強
さ
れ
て
行
っ
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
と
考

え
ら
れ
る
。

ま
た
、
先
に
触
れ
た
現
行
本
の
攻
権
篇
（
竹
簡
本
の
「
兵
勧
」

篇
）
の
重
複
部
分
に
も
、
次
の
よ
う
な
微
妙
な
相
違
点
が
見
え

る。

凡
侠
（
挟
）
識
（
義
）
ロ
ロ
ロ
ロ
ロ
起
、
争
私
結
怨
、

貴
以
不
得
已
、
ロ
ロ
□
起
□
適
（
敵
）
貴
先
、
故
事
必
当

時
、
口
必
当
□
□
（
竹
簡
本
・
兵
勧
篇
）

凡
挟
義
而
戦
者
、
貴
従
我
起
、
争
私
結
怨
、
応
不
得
已
、

怨
結
雖
起
、
待
之
貴
後
、
故
争
必
当
待
之
、
息
必
当
備
之

（
現
行
本
・
攻
権
篇
）

凡
そ
義
を
挟
ん
で
戦
ふ
者
は
、
我
よ
り
起
こ
す
を
貴
ぶ
。

私
を
争
ひ
て
怨
を
結
ぶ
は
、
已
む
を
得
ざ
る
に
応
ず
。
怨

み
結
べ
ば
起
こ
す
と
雖
も
、
之
を
待
ち
て
後
る
る
を
貴
ぶ
。

故
に
争
ふ
に
は
必
ず
当
に
之
を
待
つ
べ
く
、
息
む
に
は
必

ず
当
に
之
に
備
ふ
べ
し
。
（
現
行
本
・
攻
権
篇
）

現
行
本
の
「
怨
結
雖
起
、
待
之
貴
後
」
に
相
当
す
る
部
分
が
、

竹
簡
本
で
は
「
口
□
口
起
□
適
（
敵
）
貴
先
」
と
な
っ
て
い
る
。

竹
簡
本
の
側
の
欠
落
が
多
く
、
ま
た
、
竹
簡
本
の
誤
記
の
可
能

性
も
あ
る
が
、
竹
簡
本
の
方
が
常
に
「
先
」
を
重
視
し
て
い
る

の
に
対
し
て
、
現
行
本
は
戦
略
的
に
「
先
」
「
後
」
の
使
い
分

け
を
主
張
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
即
ち
、
現
行
本
の
方

が
、
よ
り
合
理
的
戦
略
的
な
議
論
を
展
開
し
て
い
る
の
で
は
な

い
か
と
推
測
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
は
、
右
の
諸
例
と
併
せ
、
竹
簡
本
と
現
行
本
の
性

格
の
差
異
を
示
唆
し
て
い
る
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
個
人
的
な

資
質
や
個
々
の
力
量
に
頼
り
、
先
ん
ず
れ
ば
人
を
制
す
る
こ
と

の
可
能
な
比
較
的
小
規
模
の
戦
闘
か
ら
、
絶
大
な
権
威
と
厳
格

な
軍
令
と
に
よ
っ
て
大
軍
を
戦
略
的
に
操
作
し
つ
つ
展
開
さ
れ

゜

る
大
規
模
な
侵
略
戦
争
へ
の
道
程
が
、
こ
の
二
つ
の
兵
書
の
差
①

異
と
し
て
投
影
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
の
（

で
あ
る
。

但
し
、
こ
の
差
異
や
変
化
と
い
う
場
合
、
甲
が
乙
へ
と
性
格

を
一
変
す
る
形
で
変
化
す
る
場
合
と
、
も
と
も
と
甲
に
も
有
っ

た
性
格
を
乙
が
更
に
補
足
強
化
し
た
結
果
、
両
者
に
差
異
が
生

じ
た
場
合
と
が
考
え
ら
れ
る
が
、
『
尉
練
子
』
の
場
合
は
先
述

の
如
く
、
元
来
有
し
て
い
た
性
格
そ
の
も
の
、
或
い
は
要
素
の

一
部
が
よ
り
補
足
強
化
さ
れ
る
形
で
現
行
本
側
に
継
承
さ
れ
て

行
っ
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。

そ
し
て
、
こ
う
し
た
『
尉
練
子
』
の
性
格
の
変
化
は
、
尉
線
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子
の
伝
記
に
も
反
映
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

尉
線
子
の
具
体
的
な
伝
記
と
し
て
は
、
『
史
記
』
秦
始
皇
本
紀

に
記
さ
れ
る
「
大
梁
の
人
尉
練
来
り
、
秦
王
に
説
き
て
日
く
、

…
…
秦
王
覚
め
、
固
く
止
め
、
以
て
秦
国
の
尉
と
為
し
、
卒
に

其
の
計
謀
を
用
ひ
、
而
し
て
李
斯
事
を
用
ふ
」
と
い
う
一
段
が

ほ
と
ん
ど
唯
一
の
も
の
で
あ
る
。
但
し
一
方
で
、
『
尉
練
子
』

に
於
け
る
尉
線
子
・
梁
恵
王
の
問
答
の
存
在
か
ら
判
断
し
て
、

尉
線
子
は
魏
人
、
或
い
は
嘗
て
梁
（
魏
）
に
滞
在
し
た
人
物
で

あ
る
可
能
性
が
高
い
。
し
か
し
、
梁
恵
王
と
秦
王
と
の
時
代
差

が
大
き
す
ぎ
る
た
め
に
、
梁
恵
王
に
仕
え
た
尉
線
子
と
秦
王
政

に
仕
え
た
尉
線
子
の
二
人
を
同
一
人
物
と
捉
え
る
の
は
困
難
で

あ
る
と
す
る
の
が
通
常
の
見
解
で
あ
る
（
注
18)
。

し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
伝
記
に
つ
い
て
は
、
右
の
よ
う
な
『
尉

線
子
』
の
性
格
の
変
化
を
踏
ま
え
て
、
ま
た
別
の
見
方
も
可
能

と
な
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
即
ち
、
魏
人
あ
る
い
は
嘗
て
魏

に
滞
在
し
て
い
た
尉
練
子
が
入
秦
し
て
秦
王
に
重
用
さ
れ
た
と

い
う
伝
記
は
、
実
在
の
人
物
の
移
動
と
い
う
よ
り
は
、
右
の
如
き

『
尉
練
子
』
の
性
格
を
反
映
す
る
伝
説
で
は
な
か
っ
た
ろ
う
か
。

確
か
に
実
在
の
同
一
人
物
の
移
動
と
し
て
は
時
間
的
に
や
や
無

理
を
生
じ
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
伝
記
が
文
献

や
学
説
の
移
動
変
化
を
反
映
し
て
い
る
と
考
え
れ
ば
、
『
尉
練

子
』
に
記
さ
れ
る
梁
恵
王
と
の
問
答
と
『
史
記
』
秦
始
皇
本
紀

の
記
載
と
を
一
応
整
合
的
に
理
解
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
。

即
ち
こ
の
二
つ
の
伝
記
は
、
魏
に
於
け
る
尉
縮
子
の
学
が
商

鞍
変
法
の
如
き
要
素
を
補
強
し
つ
つ
入
秦
し
た
こ
と
を
示
唆
し

て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
劉
向
『
別
録
』
の
「
（
尉
）
線

（
子
）
は
商
峡
の
学
を
為
む
」
と
い
う
指
摘
も
、
『
尉
綜
子
』

の
性
格
が
次
第
に
商
鞍
変
法
の
如
き
性
格
を
強
く
帯
び
て
い
っ

た
様
子
を
捉
え
た
評
言
で
は
な
か
っ
た
か
と
考
え
ら
れ
る
。

現
段
階
で
は
、
な
お
未
確
定
要
素
も
多
く
推
測
の
域
を
出
る
い

も
の
で
は
な
い
が
、
銀
雀
山
漠
墓
竹
簡
「
兵
令
」
篇
と
『
尉
練
ば

子
』
兵
令
篇
と
の
重
複
問
題
、
並
び
に
『
尉
線
子
』
の
成
立
事

情
に
つ
い
て
は
、
取
り
敢
え
ず
、
こ
の
よ
う
に
推
論
し
て
お
き

た
い
。以

上
、
『
尉
線
子
』
と
の
関
係
に
も
留
意
し
な
が
ら
、
銀
雀

山
漢
墓
竹
簡
「
兵
令
」
篇
の
特
質
に
つ
い
て
考
察
を
加
え
て
き

た
。
「
兵
令
」
篇
は
、
先
の
「
王
兵
」
篇
と
の
類
似
性
を
示
し

な
が
ら
も
、
そ
の
標
題
通
り
、
兵
を
統
括
・
操
作
す
る
た
め
の

軍
令
の
重
要
性
と
そ
の
具
体
的
軍
令
の
提
示
に
、
そ
の
主
眼
を

置
い
て
い
た
。
そ
こ
に
は
、
大
規
模
な
軍
隊
を
構
成
す
る
個
々
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の
士
卒
を
、
賞
罰
を
駆
使
し
て
機
能
的
に
操
作
せ
ん
と
す
る
思

想
が
存
在
し
た
。
そ
し
て
、
こ
の
点
こ
そ
が
、
現
行
本
『
尉
線

子
』
編
纂
の
過
程
で
希
求
さ
れ
、
竹
簡
本
「
兵
令
」
篇
が
現
行

本
『
尉
綜
子
』
兵
令
篇
へ
と
姿
を
変
え
て
継
承
さ
れ
る
原
因
に

な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

『
守
法
守
令
等
十
一

本
章
で
は
、
更
に
『
守
法
守
令
等
十
二
篇
』
全
体
へ
と
視
野

を
拡
大
し
、
そ
の
思
想
的
特
質
に
つ
い
て
考
察
を
加
え
て
み
る

こ
と
と
し
た
い
。

先
述
の
如
く
、
「
守
法
守
令
等
十
二
篇
」
と
い
う
書
名
は
、

篇
題
木
閥
の
記
載
に
基
づ
く
仮
称
に
過
ぎ
な
い
。
し
か
し
、
こ

れ
ら
の
篇
の
名
称
が
一
枚
の
木
胴
に
列
挙
さ
れ
、
「
凡
そ
十
二
」

と
総
括
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
少
な
く
と
も
、
篇
題
木
胴
が
記

さ
れ
た
段
階
で
は
、
こ
れ
ら
十
二
篇
に
何
等
か
の
内
容
的
な
纏

ま
り
が
意
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
現

に
、
先
に
検
討
し
た
「
王
兵
」
「
兵
令
」
両
篇
に
つ
い
て
は
、

軍
事
思
想
と
し
て
の
基
調
に
大
き
な
懸
隔
や
矛
盾
は
見
ら
れ
な

か
っ
た
。

そ
れ
で
は
、
こ
れ
ら
二
篇
を
含
む
十
二
篇
の
纏
ま
り
と
は
、

如
何
な
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
単
に
、
形
式
的
に
種
々
の
軍
舌

思
想
を
一
部
の
書
と
し
て
収
集
し
混
在
さ
せ
て
い
る
に
過
ぎ
な

い
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
と
も
、
あ
る
思
想
的
纏
ま
り
や
相
互

の
関
連
性
を
持
つ
文
献
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

こ
の
点
を
検
討
す
る
た
め
の
手
掛
か
り
と
し
て
、
以
下
で
は

先
ず
、
こ
れ
ら
が
如
何
な
る
読
者
対
象
を
想
定
し
て
い
る
か
と

い
う
視
点
か
ら
、
十
二
篇
全
体
を
概
観
し
て
み
る
こ
と
と
す
る
。

そ
こ
で
先
ず
注
目
し
た
い
の
は
、
前
章
で
検
討
し
た
「
兵
令
」

゜

篇
の
記
述
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
「
臣
聞
く
、
百
万
の
衆
に
し
幻ー

て
戦
は
ざ
れ
ば
、
万
人
の
戸
に
如
か
ず
、
…
…
」
（
兵
令
）
の
（

如
く
、
臣
下
が
君
主
（
王
者
）
に
奏
上
す
る
と
い
う
体
裁
が
取

ら
れ
て
い
た
。
そ
し
て
、
こ
れ
は
、
他
の
篇
に
も
同
様
に
見
え

る。
し
か
し
、
こ
う
し
た
体
裁
は
、
当
時
の
兵
書
を
初
め
、
他
の

古
代
文
献
に
も
し
ば
し
ば
使
用
さ
れ
る
言
わ
ば
常
套
手
段
で
あ

る
。
問
題
は
、
そ
の
奏
上
の
対
象
と
し
て
、
ど
の
程
度
の
王
者
・

君
主
が
想
定
さ
れ
て
い
る
か
、
と
い
う
点
で
あ
る
。

こ
れ
に
つ
い
て
興
味
深
い
の
は
、
『
守
法
守
令
等
十
二
篇
』

が
、
ほ
ぼ
全
篇
に
亙
っ
て
、
当
時
の
国
家
や
城
市
を
「
大
」
「
中
」
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「
小
」
に
区
分
し
た
り
、
そ
の
為
政
者
を
「
帝
」

等
に
区
分
し
な
が
ら
論
じ
て
い
る
点
で
あ
る
。

戦
国
は
、
外
、
城
郭
を
修
め
、
内
、
甲
戟
矢
弩
を
修
む
。

万
乗
の
国
は
、
郭
方
七
里
、
城
方
九
[
里
ヽ
城
高
]
九
初
、

池
[
広
]
百
歩
ヽ
国
（
都
）
の
城
郭
…
…
[
郭
]
方
十
五

里
、
城
方
五
里
、
城
高
七
切
、
池
広
八
十
歩
、
大
県
…
…

数
也
。
中
県
・
小
県
は
以
民
戸
…
…

右
の
如
く
「
守
法
」
篇
で
は
、
「
戦
国
」
と
「
万
乗
の
国
」

と
を
区
別
し
、
更
に
各
々
の
国
都
の
規
模
に
つ
い
て
説
く
。
ま

た
、
県
を
大
・
中
・
小
に
区
分
し
て
論
じ
る
。

こ
う
し
た
区
分
は
、
他
の
篇
に
も
頻
出
し
、
「
要
言
」
「
庫

法
」
「
王
法
」
「
田
法
」
の
各
篇
で
は
、
各
々
次
の
如
く
で
あ

る。
・
大
国
は
法
制
を
明
ら
か
に
し
て
仁
義
を
飾
る
を
事
と
し
、

中
国
は
守
戦
を
以
て
功
と
為
し
、
小
国
は
事
養
を
以
て
安

と
為
す
。
大
国
は
外
諸
侯
に
示
す
に
道
徳
を
以
て
し
、
内

民
萌
に
示
す
に
仁
愛
を
以
て
す
。
中
…
…
（
要
言
）

•
[
大
県
]
は
百
里
‘
[
中
]
県
は
七
十
里
、
小
県
は
五
十
里
。

大
県
は
二
万
家
、
中
県
は
万
五
千
家
、
小
県
は
万
[
家
]
‘

…
…
（
庫
法
）

「王」

「覇」

•
口
県
の
小
大
の
数
を
以
て
賦
の
数
と
為
す
な
り
。
車
用
ふ

可
き
者
‘
大
県
は
[
百
乗
ヽ
中
県
は
]
七
十
乗
ヽ
小
県
は

五
十
乗
。
諸
々
の
庫
器
の
善
否
美
悪
及
穀
（
角
）
試
…
…

（
庫
法
）

．
臣
之
を
聞
く
、
大
国
仁
義
を
行
ひ
て
道
徳
を
明
ら
か
に
し
、

中
国
守
戦
し
、
小
国
事
養
す
る
は
、
天
地
の
礼
（
理
）
な

り
。
故
に
少
に
し
て
長
を
事
と
す
可
か
ら
ず
、
賎
に
し
て

貴
を
事
と
す
可
か
ら
ず
、
貧
に
し
て

H
墨

l

を
事
と
す
可

か
ら
ず
‘
[
乱
に
し
て
治
を
事
と
す
可
か
ら
ず
、
小
に
し

ご
大
を
事
と
す
[
可
か
ら
ず
]
ヽ
弱
に
し
て
強
を
事
と
幻

゜

す
可
か
ら
ず
。
少
に
し
て
長
を
事
と
す
、
之
を
口
口
と
謂
c
l

ひ
、
賎
に
し
て
貴
を
事
と
す
、
之
を
不
遂
と
謂
ひ
、
貧
に

し
て
富
を
事
と
す
、
之
を
困
道
と
謂
ひ
、
弱
に
し
て
強
を

事
と
す
、
之
を
撓
残
と
謂
ひ
、
小
に
し
て
大
を
事
と
す
、

之
を
召
（
招
）
害
と
謂
ひ
、
乱
に
し
て
治
を
事
と
す
、
之

を
元
時
と
謂
ふ
。
審
か
に
せ
ざ
る
可
か
ら
ず
。
（
王
法
）

•
口
□
法
の
大
術
な
り
。
食
口
七
人
は
上
家
の
数
な
り
。
食

口
六
人
は
中
家
の
数
な
り
。
食
口
五
人
は
下
[
家
の
数
な

り
]

o

（
田
法
）

・
大
国
は
本
作
を
為
し
、
中
国
は
便
作
を
為
し
、
小
国
は
便
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作
を
以
て
本
作
と
為
す
。
（
田
法
）

即
ち
、
「
要
言
」
篇
で
は
、
大
国
・
中
国
・
小
国
の
区
分
、

「
庫
法
」
篇
で
は
、
大
県
・
中
県
・
小
県
の
区
分
が
見
え
、
ま

た
、
「
王
法
」
篇
で
も
、
大
国
・
中
国
・
小
国
の
区
分
、
「
田

法
」
篇
に
は
、
大
国
・
中
国
・
小
国
お
よ
び
上
家
・
中
家
・
下

家
の
区
分
が
見
え
る
。

こ
れ
ら
は
文
字
通
り
、
領
域
の
規
模
、
政
治
力
の
大
小
を
三

段
階
に
区
分
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
が
、
更
に
次
の
諸
篇
で

は
、
通
常
そ
の
価
値
観
の
差
異
を
示
す
帝
・
王
・
覇
等
の
区
分

が
な
さ
れ
て
い
る
。

•
王
者
は
市
元
し
、
覇
者
は
陣
を
成
し
、
中
国
は
市
を
利
し
、

小
国
は
市
を
待
む
。
市
と
は
百
化
（
貨
）
の
威
（
隈
゜
淵
）
、

用
の
量
な
り
。
中
国
能
く
市
を
[
利
す
る
]
者
は
強
V
ヽ

小
国
能
く
市
を
利
す
る
者
は
安
し
。
市
利
な
れ
ば
則
ち
化

（
貨
）
行
わ
れ
、
化
（
貨
）
行
わ
る
れ
ば
則
ち
民
口
、
[
民

□
]
な
れ
ば
則
ち
諸
侯
財
物
至
り
、
諸
侯
財
物
至
れ
ば
則

ち
小
国
富
み
、
小
国
富
め
ば
則
ち
中
国
…
…
（
市
法
）

•
帝
者
は
人
を
齢
人
と
謂
ひ
、
王
者
は
之
を
齢
首
と
謂
ひ
、

柏
（
覇
）
者
は
之
を
民
と
謂
ひ
、
諸
侯
は
之
を
明
（
萌
）

と
謂
ふ
。
王
者
は
道
徳
を
明
ら
か
に
し
て
仁
義
を
飾
り
、

為
…
…
…
…
法
制
、

法）
．
什
に
八
人
作
る
者
は
王
、
什
に
七
人
作
る
者
は
覇
、
什
に

五
人
作
る
者
は
存
し
、
什
に
四
人
作
る
者
は
亡
ぶ
。
一
人

に
し
て
大
畝
甘
[
四
を
]
田
す
る
[
者
は
王
ヽ
一
人
に
し

て
]
十
九
畝
を
田
す
る
者
は
覇
、
[
-
人
に
し
て
+
]
四

を
畝
を
[
田
す
る
]
者
は
存
し
、
了
人
に
し
て
九
畝
を
田

す
る
者
は
亡
ぶ
。
王
者
は
一
歳
作
り
て
三
歳
之
を
食
ひ
、

覇
者
は
一
歳
作
り
て
二
歳
[
之
を
]
食
ひ
ヽ
[
存
者
は
一

歳
作
り
て
十
八
月
]
之
を
[
食
ひ
]
ヽ
亡
者
は
二
犀
作
り
い

゜
ー

て
十
二
月
之
を
食
ふ
。
（
田
法
）

右
の
如
く
、
「
市
法
」
篇
で
は
、
王
者
・
覇
者
・
中
国
・
小

国
の
区
分
、
「
王
法
」
篇
で
は
、
帝
•
王
・
覇
・
諸
侯
の
区
分
、

「
田
法
」
篇
で
は
、
上
家
・
中
家
・
下
家
、
及
び
王
・
覇
・
存
・

亡
の
区
分
が
な
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
『
守
法
守
令
等
十
二
篇
』
は
、
ほ
ぼ
全
篇
に

亙
っ
て
、
上
・
中
・
下
、
帝
・
王
・
覇
な
ど
の
区
分
を
示
し
な

が
ら
論
を
展
開
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。

そ
れ
で
は
、
こ
う
し
た
区
分
は
如
何
な
る
意
味
を
持
っ
て
い

る
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
、
そ
も
そ
も
こ
う
し
た
区
分
が
な
さ

に
す
る
な
り
。

（王



れ
る
必
然
性
は
何
で
あ
っ
た
ろ
う
か
。
既
に
『
孫
子
』
以
来
、

興
軍
に
際
し
て
、
国
内
外
の
情
報
を
的
確
に
把
握
す
べ
き
こ
と

が
主
張
さ
れ
て
い
る
。
従
っ
て
、
こ
う
し
た
区
分
も
、
先
ず
、

相
手
国
の
実
情
を
把
握
す
る
手
段
の
一
っ
と
し
て
上
・
中
・
下

等
に
ラ
ン
ク
付
け
せ
よ
と
の
主
張
の
一
っ
と
考
え
ら
れ
る
。
そ

し
て
、
こ
う
し
た
段
階
の
設
定
は
、
戦
国
の
世
に
於
て
、
国
カ

の
分
化
が
進
み
、
上
・
中
・
下
等
に
区
分
し
得
る
差
異
が
明
確

な
形
で
現
わ
れ
つ
つ
あ
っ
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
よ
う
に
も

思
わ
れ
る
。

と
こ
ろ
が
、
『
守
法
守
令
等
十
二
篇
』
の
区
分
は
、
単
な
る

自
他
の
力
の
区
分
に
は
止
ま
ら
な
い
よ
う
で
あ
る
。
と
言
う
の

は
、
一
般
に
、
国
力
を
上
・
中
・
下
や
帝
・
王
・
覇
に
区
分
し

て
表
し
た
場
合
、
自
国
の
理
想
は
無
論
「
上
」
で
あ
り
「
帝
」

と
な
る
筈
で
あ
る
。
し
か
し
、
『
守
法
守
令
等
十
二
篇
』
は
、

単
純
に
「
上
」
や
「
帝
」
を
絶
賛
す
る
訳
で
は
な
い
か
ら
で
あ

る
。
確
か
に
、
『
守
法
守
令
等
十
二
篇
』
で
は
、
「
仁
義
を
行

ひ
て
道
徳
を
明
ら
か
に
」
（
王
法
）
す
る
の
が
「
大
国
」
で
あ

る
と
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
、
「
国
家
を
肥
や
す
者
は
、
其
の
徳

7

を
飾
る
」
（
要
言
）
と
い
う
儒
家
思
想
に
類
似
す
る
主
張
も
存

゜
10

在
す
る
。
そ
こ
で
は
、
儒
家
的
王
者
が
そ
の
理
想
像
と
し
て
掲

げ
ら
れ
て
い
る
か
の
如
く
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
『
守
法

守
令
等
十
二
篇
』
の
掲
げ
る
理
想
的
な
王
者
は
、
単
な
る
儒
家

的
王
者
で
は
な
い
。

大
国
は
法
制
を
明
ら
か
に
し
て
仁
義
を
飾
る
を
事
と
し
、

中
国
は
守
戦
を
以
て
功
と
為
し
、
小
国
は
事
養
を
以
て
安

と
為
す
。
大
国
は
外
諸
侯
に
示
す
に
道
徳
を
以
て
し
、
内

民
萌
に
示
す
に
仁
愛
を
以
て
す
。
…
…
民
を
愛
す
る
こ
と

赤
子
の
如
く
、
法
を
敬
ふ
こ
と
師
の
如
く
、
賢
に
親
し
む

こ
と
父
の
如
し
。
（
要
言
）

5
 

例
え
ば
、
右
の
要
言
篇
で
は
、
「
法
制
を
明
ら
か
に
」
す
る

゜

こ
と
と
「
仁
義
を
筋
る
」
こ
と
と
が
「
大
国
」
の
「
事
」
業
と
は

し
て
併
置
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
、
「
愛
民
」
「
敬
法
」
「
親
賢
」
の

三
者
が
並
立
の
関
係
に
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
確
か
に
、
「
道

徳
」
「
仁
愛
」
な
ど
、
儒
家
思
想
を
紡
彿
と
さ
せ
る
語
旬
が
見

ら
れ
る
も
の
の
、
そ
の
「
大
国
」
は
単
な
る
儒
家
的
王
者
像
を

反
映
し
た
も
の
で
は
な
さ
そ
う
で
あ
る
。

ま
た
、
次
の
王
法
篇
で
も
、
そ
の
「
王
」
者
は
、
決
し
て
儒

家
的
な
王
者
像
を
体
現
す
る
存
在
で
は
な
い
。

長
少
を
口
す
る
所
以
な
り
。
六
親
を
和
す
る
所
以
な
り
。

国
を
富
ま
す
所
以
な
り
。
兵
を
強
く
す
る
所
以
な
り
。
土
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を
広
く
す
る
所
以
な
り
。
主
を
尊
ぶ
所
以
な
り
。
令
を
行

ふ
所
以
な
り
。
国
富
め
ば
則
ち
民
衆
く
、
民
衆
け
れ
ば
則

ち
兵
強
く
、
兵
強
け
れ
ば
則
ち
土
広
く
、
土
広
け
れ
ば
則

ち
主
尊
<
、
[
主
尊
け
れ
ば
]
則
ち
令
行
は
れ
‘
[
令
行

は
る
れ
ば
]
則
ち
敵
人
制
せ
ら
れ
、
敵
人
制
せ
ら
る
れ
ば

則
ち
諸
侯
賓
服
し
‘
[
諸
侯
賓
]
服
す
れ
ば
則
ち
□
立
ち
、

□
立
て
ば
則
ち
王
者
の
題
治
な
り
。
審
か
に
せ
ざ
る
可
か

ら
ざ
る
な
り
。

9

こ
こ
で
は
、
王
者
の
優
れ
た
統
治
に
つ
い
て
説
か
れ
て
い
る
。

と
こ
ろ
が
、
こ
こ
に
は
、
「
長
少
を
口
す
る
」
及
び
「
六
親
を

和
す
る
」
と
い
う
儒
家
的
観
点
と
「
富
国
」
「
強
兵
」
（
「
広

土
」
「
尊
主
」
）
「
行
令
」
と
い
う
、
む
し
ろ
法
家
思
想
を
紡

彿
と
さ
せ
る
観
点
と
が
並
存
し
て
い
る
。
こ
の
「
王
者
」
は
、

「
王
」
と
言
い
つ
つ
、
そ
の
内
実
は
む
し
ろ
覇
者
的
な
の
で
あ

る。
そ
し
て
、
武
力
行
使
を
当
然
と
す
る
こ
の
覇
者
の
時
代
こ
そ

が
、
実
は
、
『
守
法
守
令
等
十
二
篇
』
の
立
論
の
前
提
に
な
っ

て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
同
じ
く
王
法
篇

の
次
の
二
つ
の
資
料
を
対
比
し
て
み
よ
う
。

臣
聞
く
、
古
の
王
者
、
鶏
狗
の
声
相
聞
へ
、
其
の
人
民

死
に
至
る
ま
で
相
問
見
す
る
を
得
ざ
る
な
り
。
上
其
の
相

問
見
す
る
の
道
を
禁
ず
る
に
非
ず
、
法
立
ち
礼
行
は
れ
て

民
礼
節
を
為
し
、
相
朝
夕
に
問
見
す
る
者
は
、
外
以
て
患

禍
に
備
へ
、
内
以
て
衣
食
に
備
ふ
る
な
り
。
（
王
法
）

先
ず
、
こ
れ
は
「
古
の
王
者
」
に
つ
い
て
の
記
述
で
あ
り
、

『
老
子
』
の
説
く
よ
う
な
素
朴
な
世
界
が
描
か
れ
て
い
る
（
注

19)
。
但
し
、
「
鶏
狗
の
声
相
聞
え
、
其
の
人
民
死
に
至
る
ま

で
相
問
見
す
る
を
得
ざ
る
な
り
」
と
い
う
理
想
郷
の
存
在
は
、

「
法
立
ち
礼
行
わ
れ
て
」
と
い
う
制
度
の
確
立
や
「
外
以
て
患

禍
に
備
え
」
と
い
う
外
敵
の
脅
威
に
対
す
る
防
備
を
そ
の
前
提
⑯

と
す
る
も
の
で
あ
り
、
殊
更
な
政
治
技
術
を
否
定
す
る
『
老
子
』
U

と
は
、
そ
の
発
想
が
基
本
的
に
異
な
る
と
言
え
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
覇
王
の
国
の
状
況
は
次
の
よ
う
に
説
か
れ

る。

臣
聞
く
、
柏
（
）
王
の
国
、
其
の
民
労
す
れ
ば
能
＜

之
を
侠
し
、
飢
す
れ
ば
能
＜
之
を
食
は
し
、
寒
け
れ
ば
能

＜
之
に
衣
せ
、
乱
る
れ
ば
能
＜
之
を
治
む
。
飢
す
る
も
食

す
能
は
ず
、
寒
き
も
衣
せ
る
能
は
ず
、
乱
る
る
も
治
む
る

能
は
ざ
れ
ば
、
則
ち
外
殺
す
能
は
ず
、
中
禁
ず
る
能
は
ず
、

内
使
ふ
能
は
ず
。
上
三
者
を
操
れ
ば
、
民
外
に
口
□
元
く
、
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内
に
感
欲
元
き
な
り
。
之
を
殺
さ
ん
と
す
れ
ば
則
ち
死
し
、

之
を
生
か
さ
ん
と
す
れ
ば
則
ち
生
き
、
之
を
使
は
ん
と
欲

す
れ
ば
則
ち
使
ふ
。
在
上
□
口
能
＜
此
の
三
者
を
審
か
に

す
る
は
、
柏
（
覇
）
王
の
道
な
り
。
此
の
三
者
を
審
か
に

す
る
能
は
ず
し
て
王
と
言
ふ
者
は
、
是
れ
虚
に
し
て
大
と

為
し
、
跛
（
企
）
に
し
て
長
と
為
す
な
り
。
臣
以
て
難
し

と
為
す
。
（
王
法
）

こ
こ
で
は
、
民
を
自
在
に
操
作
し
得
る
三
つ
の
観
点
（
第
一

旬
の
み
四
つ
の
観
点
）
を
掲
げ
、
「
覇
王
の
道
」
と
定
義
し
て

い
る
。
冒
頭
は
、
儒
家
的
王
者
像
に
類
似
す
る
が
、
「
外
殺
す

能
は
ず
、
中
禁
ず
る
能
は
ず
、
内
使
ふ
能
は
ず
」
と
か
、
「
之

を
殺
さ
ん
と
す
れ
ば
則
ち
死
し
、
之
を
生
か
さ
ん
と
す
れ
ば
則

ち
生
き
、
之
を
使
は
ん
と
欲
す
れ
ば
則
ち
使
ふ
」
と
い
う
記
述

は
、
や
は
り
「
覇
」
者
的
要
素
の
濃
厚
な
「
王
」
者
像
が
提
示

さ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

即
ち
、
『
守
法
守
令
等
十
二
篇
』
は
、
理
想
と
し
て
の
「
古

の
王
者
」
の
国
、
帝
者
・
王
者
の
時
代
を
一
応
掲
げ
な
が
ら
、

そ
れ
を
、
最
早
ほ
と
ん
ど
実
現
不
可
能
な
理
想
と
見
倣
し
、
実

質
的
に
は
、
武
力
行
使
に
よ
っ
て
世
界
を
平
定
・
統
括
す
る
綱

者
の
国
、
の
時
代
を
前
提
と
し
て
、
そ
う
し
た
覇
者
像
を

実
現
可
能
な
理
念
の
上
限
と
し
て
提
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
点
に
関
連
し
て
注
目
さ
れ
る
の
は
、
「
市
法
」
篇
に
つ

い
て
論
及
す
る
李
学
勤
氏
「
銀
雀
山
簡
『
市
法
』
講
疏
」
（
注

20)
で
あ
る
。
こ
の
論
文
は
、
銀
雀
山
漠
墓
竹
簡
「
市
法
」
篇

の
特
質
を
、
『
管
子
』
乗
馬
篇
と
の
関
係
に
留
意
し
な
が
ら
考

察
し
、
「
市
」
の
価
値
や
意
義
が
王
者
・
覇
者
・
中
国
・
小
国

で
各
々
異
な
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
ま
た
、
「
市
法
」
篇
の
編

者
に
と
っ
て
は
、
も
は
や
王
者
・
覇
者
は
理
想
を
託
す
る
存
在

に
過
ぎ
ず
、
中
国
・
小
国
こ
そ
が
戦
国
時
代
の
現
実
を
反
映
す

7
 

る
も
の
で
あ
っ
た
、
と
主
張
す
る
。

゜

先
述
の
如
く
「
市
法
」
篇
は
、
「
王
者
は
市
元
し
、
覇
者
は

U

陣
を
成
し
、
中
国
は
市
を
利
し
、
小
国
は
市
を
侍
む
」
と
、
王

者
・
覇
者
・
中
国
・
小
国
ご
と
に
「
市
」
の
意
義
を
区
分
し
て

い
た
。
仮
に
「
市
法
」
篇
の
著
者
の
主
張
が
単
に
「
王
者
」
の

絶
賛
に
あ
る
の
な
ら
「
王
者
は
市
元
し
」
と
有
る
如
く
、
こ
の

篇
は
、
王
者
に
と
っ
て
何
故
「
市
」
は
無
用
な
の
か
と
い
う
理

念
を
語
っ
て
終
わ
る
筈
で
あ
る
。
し
か
し
、
以
下
こ
の
篇
は
、

「
市
と
は
百
化
（
貨
）
の
威
（
隈
．
淵
）
、
用
の
量
な
り
。
中

国
能
く
市
を
[
利
す
る
]
者
は
強
V
ヽ
小
国
能

v市
を
利
す
る

者
は
安
し
。
市
利
な
れ
ば
則
ち
化
（
貨
）
行
は
れ
、
化
（
貨
）
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行
は
る
れ
ば
則
ち
民
口
‘
[
民
口
]
な
れ
ば
則
ち
諸
侯
財
物
至

り
、
諸
侯
財
物
至
れ
ば
則
ち
小
国
富
み
、
小
国
富
め
ば
則
ち
中

国
…
…
」
と
、
中
国
・
小
国
に
的
を
絞
っ
て
「
市
」
の
効
用
を

現
実
的
に
説
い
て
行
く
の
で
あ
る
。

こ
の
「
市
法
」
篇
か
ら
も
、
『
守
法
守
令
等
十
二
篇
』
に
於

け
る
、
実
現
不
可
能
な
理
想
と
時
代
状
況
を
反
映
し
た
現
実
的

思
索
と
の
併
記
と
い
う
構
図
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ

ろ
う
。従

っ
て
、
『
守
法
守
令
等
十
二
篇
』
に
頻
出
す
る
上
・
中
・

下
等
の
区
分
は
、
単
に
諸
国
の
力
量
を
格
付
け
し
た
り
、
そ
の

最
「
上
」
の
国
家
・
君
主
を
絶
賛
し
た
り
す
る
た
め
の
も
の
で

は
な
く
、
国
内
の
実
態
や
自
他
の
実
力
を
自
ら
的
確
に
判
断
し
、

そ
の
分
に
応
じ
た
実
現
可
能
な
施
策
を
遂
行
す
る
た
め
の
現
実

的
基
準
と
し
て
提
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
、
理

想
と
し
て
の
「
上
」
は
有
る
が
、
そ
れ
は
全
て
の
国
家
に
と
っ

て
の
理
想
で
は
な
い
。
ま
た
そ
も
そ
も
、
「
中
」
や
「
小
」
が

無
価
値
な
も
の
、
あ
る
い
は
価
値
が
劣
る
も
の
と
し
て
否
定
さ

れ
て
い
る
訳
で
も
な
い
。

ま
た
、
「
守
法
」
篇
に
は
、
『
墨
子
』
備
城
門
篇
お
よ
び
号

令
篇
と
類
似
す
る
「
守
城
の
法
」
「
守
城
の
造
」
が
存
在
す
る

が
、
こ
れ
ら
の
記
述
が
敵
国
の
実
情
把
握
と
共
に
自
国
の
実
態

の
明
確
化
と
も
緊
密
な
関
係
に
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
か

ろ
う
。
国
家
や
城
市
の
上
・
中
・
下
に
よ
っ
て
、
そ
の
具
体
的

な
「
守
城
の
法
」
や
「
守
城
の
造
」
が
相
違
す
る
の
は
む
し
ろ

当
然
だ
か
ら
で
あ
る
。

ま
た
、
先
の
「
庫
法
」
篇
で
は
‘
「
[
大
県
]
は
百
里
‘
[
中
]

県
は
七
十
里
、
小
県
は
五
十
里
。
大
県
は
二
万
家
、
中
県
は
万

五
千
家
、
小
県
は
万
[
家
]
」
と
い
う
県
の
区
分
が
見
ら
れ
た

が
、
こ
れ
も
単
な
る
県
の
規
模
の
区
分
に
止
ま
ら
ず
、
「
口
県

の
小
大
の
数
を
以
て
賦
の
数
と
為
す
な
り
。
車
用
ふ
可
き
者
、
岡

大
県
は
[
百
乗
ヽ
中
県
は
]
七
十
乗
ヽ
小
県
は
五
十
乗
」
の
如

o

く
、
そ
の
規
模
に
応
じ
た
課
税
の
問
題
と
密
接
に
関
連
し
て
い

る
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
も
や
は
り
、
自
国
の
実
情
の
的
確
な
把

握
と
、
そ
の
実
情
に
応
じ
た
施
策
の
推
進
と
い
う
観
点
で
一
貫

し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
『
守
法
守
令
等
十
二
篇
』
は
、
某
臣
下
が
某

君
主
に
奏
上
す
る
と
い
う
形
式
を
取
り
な
が
ら
、
分
化
の
進
ん

だ
国
力
の
差
異
を
明
示
し
、
空
虚
な
理
想
を
追
求
す
る
こ
と
な

く
、
そ
の
実
力
に
応
じ
た
施
策
を
遂
行
せ
よ
と
力
説
す
る
の
で

あ
る
。
戦
国
時
代
に
あ
っ
て
、
『
守
法
守
令
等
十
二
篇
』
の
主
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張
は
、
も
は
や
王
道
の
理
想
を
追
求
し
得
な
く
な
っ
た
戦
国
諸

国
に
対
し
、
実
現
可
能
な
施
策
と
そ
の
遂
行
の
正
当
性
を
賦
与

せ
ん
と
す
る
―
つ
の
試
み
で
あ
っ
た
と
も
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

こ
の
こ
と
は
ま
た
、
『
守
法
守
令
等
十
二
篇
』
全
体
の
構
造

か
ら
も
推
測
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
先
述
の

如
く
、
『
守
法
守
令
等
十
二
篇
』
は
、
前
稿
で
考
察
し
た
「
王

兵
」
篇
、
本
稿
の
前
半
で
取
り
上
げ
た
「
兵
令
」
上
下
篇
を
初

め
、
十
二
の
篇
か
ら
構
成
さ
れ
て
お
り
、
現
在
、
「
守
令
」
「
委

法
」
を
除
く
十
篇
の
内
容
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
内
、
そ
の
篇
名
の
み
か
ら
直
ち
に
軍
事
を
想
起
し
得
る

の
は
、
「
守
法
」
「
王
兵
」
「
兵
令
」
（
「
守
令
」
）
の
各
篇

で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
、
そ
の
内
容
も
各
篇
名
に
違
う
こ
と
な
く
、

「
守
法
」
は
守
城
・
防
御
の
法
を
、
「
王
兵
」
は
王
者
の
軍
事

の
在
り
方
を
、
「
兵
令
」
は
軍
令
・
教
令
の
提
示
を
各
々
そ
の

主
題
と
し
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
、
こ
れ
以
外
の
諸
篇
は
、
篇
名

の
み
で
は
軍
事
に
関
す
る
著
作
と
即
断
で
き
な
い
も
の
、
或
い

は
、
一
見
そ
の
内
容
が
軍
事
と
は
直
接
結
び
付
か
な
い
の
で
は

な
い
か
と
思
わ
れ
る
も
の
ば
か
り
で
あ
る
。

し
か
し
、
そ
れ
ら
の
諸
篇
も
軍
事
と
全
く
無
関
係
に
混
在
し

て
い
る
の
で
は
な
い
。
国
家
の
基
本
的
在
り
方
を
説
く
「
要
言
」

篇
、
兵
器
・
食
糧
等
の
管
理
に
つ
い
て
説
く
「
庫
法
」
篇
、
市

場
管
理
に
つ
い
て
説
く
「
市
法
」
篇
、
刑
罰
・
獄
官
に
つ
い
て

説
く
「
李
法
」
篇
、
国
家
の
基
本
的
生
産
の
在
り
方
に
つ
い
て

説
く
「
王
法
」
篇
、
農
業
生
産
と
消
費
と
国
力
と
の
関
係
に
つ

い
て
説
く
「
田
法
」
篇
。
こ
れ
ら
は
全
て
「
王
兵
」
「
兵
令
」

篇
な
ど
兵
そ
の
も
の
を
主
題
と
す
る
諸
篇
と
相
侯
っ
て
、
そ
の

意
義
を
明
確
に
浮
上
さ
せ
る
。
即
ち
、
『
守
法
守
令
等
十
二
篇
』

は
、
国
家
の
基
本
的
な
政
治
理
念
、
具
体
的
な
政
治
技
術
と
軍

事
思
想
と
を
密
接
不
可
分
の
関
係
に
置
い
た
上
で
、
戦
国
諸
国

に
現
実
的
な
理
論
と
そ
の
具
体
的
な
施
策
と
を
提
供
せ
ん
と
し
的

゜

て
い
る
の
で
あ
る
。

銀
雀
山
漠
墓
か
ら
出
土
し
た
古
代
文
献
は
、
名
も
な
き
古
逸

書
で
あ
る
た
め
に
、
ま
た
、
破
損
の
多
い
竹
簡
に
記
さ
れ
て
い

る
と
い
う
理
由
に
よ
っ
て
、
こ
れ
ま
で
、
主
要
な
研
究
対
象
と

さ
れ
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
。
確
か
に
、
こ
れ
ら
の
文

献
は
、
戦
国
か
ら
漠
代
に
至
る
思
想
史
の
上
で
、
そ
の
名
を
特

筆
さ
れ
る
よ
う
な
存
在
で
あ
っ
た
と
は
言
い
難
い
。

結

語
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し
か
し
な
が
ら
、
各
篇
の
内
容
を
子
細
に
検
討
し
て
い
く
と
、

当
時
に
於
け
る
思
想
的
意
義
、
ま
た
他
文
献
の
成
立
と
の
関
係

な
ど
、
看
過
で
き
な
い
資
料
的
価
値
を
持
つ
こ
と
も
、
次
第
に

明
ら
か
に
な
っ
て
き
た
。

『
守
法
守
令
等
十
二
篇
』
の
内
、
「
王
兵
」
篇
は
、
「
王
」
者
の

「
兵
」
に
つ
い
て
説
く
。
但
し
、
そ
の
「
王
」
と
は
、
仁
徳
に

よ
っ
て
世
界
を
帰
服
さ
せ
得
る
と
い
う
儒
家
的
王
者
で
は
な
く
、

武
力
行
使
を
前
提
と
す
る
世
界
の
霧
者
で
あ
り
、
ま
た
、
そ
の

「
兵
」
も
、
単
な
る
他
国
へ
の
脅
威
・
抑
止
力
で
は
な
く
、
文

武
の
バ
ラ
ン
ス
に
留
意
し
な
が
ら
も
明
ら
か
に
現
実
に
発
動
・

行
使
す
る
こ
と
を
前
提
と
し
た
軍
事
力
で
あ
っ
た
。

こ
の
「
王
兵
」
篇
の
特
質
は
、
前
稿
に
於
て
論
述
し
た
如
く
、

戦
国
か
ら
漠
代
に
至
る
王
覇
観
や
軍
事
思
想
の
流
れ
と
密
接
な

関
係
を
持
つ
と
言
え
る
。
そ
し
て
同
時
に
、
こ
の
篇
は
、
『
管

子
』
軍
事
関
係
諸
篇
の
成
立
に
際
し
、
多
く
の
素
材
を
提
供
し

た
と
考
え
ら
れ
た
。

次
に
、
本
稿
前
半
で
検
討
し
た
「
兵
令
」
篇
は
、
兵
を
機
能

的
に
統
括
・
操
作
す
る
た
め
の
軍
令
・
教
令
の
重
要
性
を
説
き
、

同
時
に
、
そ
の
具
体
的
な
諸
規
定
を
提
示
す
る
。
こ
れ
ら
は
、

商
鞍
変
法
や
出
土
秦
律
を
紡
彿
と
さ
せ
る
も
の
で
あ
り
、
民
を

如
何
に
徴
用
し
、
兵
を
如
何
に
操
作
す
る
か
と
い
う
法
術
思
想

的
な
発
想
に
基
づ
く
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
こ
の
篇
は
、

現
行
本
『
尉
線
子
』
兵
令
上
下
篇
と
ほ
と
ん
ど
重
複
す
る
が
、

そ
れ
は
、
戦
国
時
代
に
於
け
る
こ
う
し
た
要
素
の
重
要
性
を
痛

感
し
た
『
尉
線
子
』
の
側
が
、
増
補
改
訂
に
当
た
っ
て
、
そ
う

し
た
要
素
を
取
り
込
ん
だ
た
め
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
た
。

更
に
、
「
王
兵
」
「
兵
令
」
篇
以
外
の
諸
篇
に
も
、
各
々
一

篇
と
し
て
の
内
容
的
な
纏
ま
り
が
見
ら
れ
る
と
同
時
に
、
十
二

篇
全
体
と
し
て
の
思
想
的
な
整
合
性
を
見
る
こ
と
が
で
き
た
。

こ
れ
ら
は
、
国
家
や
城
市
を
帝
。
王
，
覇
、
上
・
中
・
下
等
の
即

段
階
に
区
分
し
つ
つ
、
そ
の
実
力
に
応
じ
た
施
策
の
遂
行
を
主
（

張
す
る
と
い
う
点
に
、
そ
の
最
大
の
特
色
を
示
し
た
。
し
か
も

そ
こ
で
は
、
単
に
「
上
」
や
「
帝
」
が
理
想
的
形
態
と
し
て
絶

賛
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
「
中
」
や
「
下
」
の
諸
国
を

対
象
に
、
せ
い
ぜ
い
「
覇
」
者
が
理
想
の
上
限
と
し
て
掲
げ
ら

れ
て
い
た
。
ま
た
「
王
」
そ
の
も
の
も
、
儒
家
思
想
の
説
く
有

徳
の
「
王
」
、
即
ち
武
力
行
使
を
必
要
と
せ
ぬ
ま
ま
世
界
を
自

か
ら
帰
服
さ
せ
得
る
無
敵
の
「
王
」
者
で
は
な
く
、
文
武
の
バ

ラ
ン
ス
に
留
意
し
な
が
ら
、
法
治
を
推
進
し
、
攻
戦
を
断
行
す

る
、
覇
者
的
要
素
を
多
分
に
含
む
王
者
で
あ
っ
た
。
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戦
国
時
代
以
来
、
「
王
」
と
は
何
か
、
「
覇
」
と
は
何
か
、

ま
た
そ
の
両
者
は
如
何
な
る
関
係
に
あ
る
か
と
い
う
政
治
理
念

の
問
題
が
思
想
史
の
重
要
課
題
と
な
り
、
ま
た
こ
れ
に
関
連
し

て
、
国
家
統
治
の
基
本
原
理
を
「
徳
」
に
置
く
か
「
法
」
に
求

め
る
か
、
あ
る
い
は
、
「
文
」
に
頼
る
か
「
武
」
を
尊
ぶ
か
と

い
う
政
治
論
が
、
対
立
と
統
合
と
を
繰
り
返
し
な
が
ら
展
開
し

て
行
っ
た
。
銀
雀
山
漢
墓
竹
簡
『
守
法
守
令
等
十
二
篇
』
は
、

こ
う
し
た
思
想
史
の
流
れ
の
中
に
於
て
、
そ
の
―
つ
の
思
索
の

跡
を
示
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

但
し
、
先
の
「
王
兵
」
篇
の
検
討
に
際
し
て
言
及
し
た
通
り
、

「
王
兵
」
篇
に
つ
い
て
は
、
そ
の
天
道
観
の
欠
落
と
い
う
点
に

於
て
、
漢
代
思
想
史
と
の
連
続
性
を
見
出
だ
す
こ
と
が
困
難
で

あ
っ
た
。
ま
た
こ
の
点
は
、
「
兵
令
」
篇
な
ど
本
稿
で
検
討
し

た
他
の
諸
篇
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
る
と
言
え
る
。

一
方
、
例
え
ば
『
孫
子
』
に
も
、
軍
事
と
天
道
と
の
関
係
に

対
す
る
思
索
は
見
ら
れ
な
い
訳
で
あ
る
が
、
『
孫
子
』
は
、
国

家
の
内
政
と
軍
事
と
に
密
接
な
関
係
あ
り
と
し
な
が
ら
も
、
軍

事
を
一
応
独
立
の
領
域
と
し
て
専
論
し
た
。
そ
れ
故
に
、
『
孫

子
』
は
、
そ
の
充
実
し
た
内
容
と
も
相
侯
っ
て
、
兵
学
思
想
と

し
て
の
普
遍
性
を
永
く
保
持
し
得
た
と
言
え
る
。

主、>1
(
1
)
 

拙
稿
「
銀
雀
山
漠
墓
竹
簡
古
逸
兵
書
の
研
究
—
「
王

こ
れ
に
対
し
て
、
こ
の
『
守
法
守
令
等
十
二
篇
』
は
、
軍
事

思
想
を
国
家
の
政
治
領
域
に
深
く
浸
透
さ
せ
、
政
治
と
軍
事
と

の
間
を
具
体
的
な
諸
施
策
の
提
示
に
よ
っ
て
繋
ご
う
と
し
て
い

た
。
従
っ
て
、
そ
の
軍
事
思
想
は
、
戦
国
時
代
に
於
て
強
い
現

実
性
・
具
体
性
を
帯
び
て
い
た
と
思
わ
れ
る
反
面
、
そ
の
後
の

政
治
理
念
や
世
情
の
変
化
に
伴
っ
て
、
そ
の
立
場
や
価
値
は
大

き
く
動
揺
し
た
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。
『
守
法
守
令
等
十
二
篇
』

は
、
漢
代
以
降
、
古
逸
書
の
運
命
を
辿
る
こ
と
と
な
る
が
、
そ

の
要
因
の
一
端
は
、
こ
う
し
た
自
ら
の
基
本
的
性
格
そ
の
も
の

の
中
に
も
在
っ
た
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
二
千
年
の
歳
月
を
経
て
現
代
に
蘇
っ
た
こ
の
文
献

cl

は
、
儒
家
思
想
や
法
家
思
想
、
或
い
は
旧
来
の
兵
学
思
想
以
外

に
も
、
戦
国
諸
国
を
対
象
と
し
た
様
々
な
軍
事
論
・
政
治
論
が

模
索
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
し
、
ま
た
、
『
管
子
』
『
尉
線
子
』

な
ど
、
現
存
す
る
主
要
な
古
典
の
成
立
に
、
こ
う
し
た
古
逸
書

の
存
在
が
深
く
関
与
し
て
い
た
事
実
を
明
ら
か
に
し
た
の
で
あ

る。
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兵」

I
」
(
『
古
代
文
化
』
第
四
十
三
巻
第

十
ニ
―
九
九
一
年
）
。
以
下
、
前
稿
と
称
す
。

(
2
)

以
下
、
訓
読
に
際
し
て
、
使
用
す
る
符
号
は
『
銀
雀

山
漠
墓
竹
簡
』
に
従
う
こ
と
と
す
る
。
主
な
も
の
は
次

の
通
り
で
あ
る
。

ロ
ロ
ロ
…
原
文
自
体
が
欠
落
し
て
い
て
判
読
困
難
な

箇
所
。

云
E

旬
｝
：
。
原
文
自
体
は
欠
落
し
て
い
る
が
、
前
後
の

文
脈
、
あ
る
い
は
他
文
献
と
の
比
較
に
よ

り
、
推
定
さ
れ
る
語
旬
。

（
文
字
）
…
異
体
字
を
正
字
体
に
す
る
な
ど
、
直
前
の

文
字
を
読
み
替
え
た
も
の
。
及
び
、
語
注
・

補
足
。

(
3
)

『
尉
線
子
』
の
現
行
本
を
代
表
す
る
の
は
、
二
十
四

篇
か
ら
な
る
宋
本
『
武
経
七
書
』
本
（
『
続
古
逸
叢
書
』

所
収
）
で
あ
る
。
ま
た
こ
の
他
、
古
本
と
し
て
『
群
書

治
要
』
本
が
あ
る
が
、
『
群
書
治
要
』
本
は
僅
か
に
天

官
・
兵
談
•
戦
威
•
兵
令
の
四
篇
を
残
す
断
簡
で
あ
る

た
め
、
以
下
で
は
、
便
宜
上
、
宋
本
『
武
経
七
書
』
本

を
現
行
本
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
。
な
お
、
竹
簡
本
・
宋

本
•
本
の
三
そ
の
重
複
部
分
の

字
旬
の
異
同
に
注
目
し
て
比
較
し
て
み
る
と
、
基
本
的

な
構
成
や
論
理
の
展
開
に
は
大
き
な
相
違
は
見
ら
れ
な

い
も
の
の
、
竹
簡
本
と
『
群
書
治
要
』
本
と
の
類
似
性

が
相
対
的
に
高
く
、
ま
た
、
全
体
の
文
字
数
は
竹
簡
本

が
多
く
、
宋
本
・
『
群
書
治
要
』
本
は
竹
簡
本
に
比
べ

て
や
や
簡
略
な
表
現
が
多
い
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
三
者

の
成
立
の
時
間
的
関
係
と
し
て
は
、
竹
簡
本
↓
『
群
書

治
要
』
本
↓
宋
本
、
の
順
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
推

2
 

測
さ
れ
る
。

(
4
)

『
銀
雀
山
漠
墓
竹
簡
』
に
掲
載
さ
れ
た
標
題
木
眼
に

cl

は
、
「
守
法
」
「
要
言
」
「
庫
法
」
「
王
兵
」
「
市
法
」

「
守
令
」
「
李
法
」
「
王
法
」
「
委
法
」
「
田
法
」
「
兵

令
上
篇
」
「
下
篇
」
の
十
二
の
篇
名
が
記
さ
れ
て
い
る
。

(
5
)

『
漢
書
』
芸
文
志
兵
書
略
に
「
兵
陽
陰
」
を
定
義
し

て
、
「
陰
陽
は
、
時
に
順
ひ
て
発
し
、
刑
徳
を
推
し
、

斗
撃
に
随
ひ
、
五
勝
に
因
り
、
鬼
神
を
仮
り
て
助
と
為

す
者
な
り
」
と
言
う
。

(
6
)

湖
北
省
雲
夢
県
睡
虎
地
か
ら
出
土
し
た
秦
の
法
律
関

係
文
書
「
雲
夢
秦
簡
」
の
実
態
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
秦
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(
9
)
 律

の
理
念
」
（
『
中
国
研
究
集
刊
』
天
号
、
一
九
八
四

年
）
、
お
よ
び
「
秦
の
法
と
法
思
想
ー
雲
夢
秦
簡
を
中

心
と
し
て
ー
」
（
『
日
本
中
国
学
会
報
』
第
三
十
九
集
、

一
九
八
五
年
）
参
照
。

(
7
)

竹
簡
本
は
、
そ
の
標
題
木
韻
に
は
「
上
篇
」
「
下
篇
」

と
区
別
し
て
記
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、
本
文
を
記
し
た

竹
簡
自
体
に
は
、
上
下
の
区
分
を
示
す
印
は
な
く
連
続

し
て
筆
写
さ
れ
て
い
る
。
上
篇
と
下
篇
と
の
区
分
は
、

内
容
的
に
は
明
瞭
で
あ
り
、
ま
た
標
題
木
韻
に
も
上
下

篇
の
区
分
の
明
記
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
「
兵
令
」
篇
は

本
来
、
上
下
の
区
別
が
あ
り
、
こ
の
竹
簡
に
筆
写
さ
れ

る
段
階
で
連
続
的
に
記
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測

さ
れ
る
。
な
お
、
『
群
書
治
要
』
本
『
尉
線
子
』
に
は
、

上
篇
に
相
当
す
る
部
分
の
み
が
見
ら
れ
、
下
篇
に
相
当

す
る
部
分
は
存
在
し
な
い
。
こ
の
こ
と
も
、
兵
令
篇
が

内
容
的
に
は
二
つ
の
部
分
か
ら
成
る
こ
と
を
示
唆
し
て

い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

(
8
)

例
え
ば
、
「
将
吏
に
後
れ
て
大
将
の
所
に
至
る
こ
と

一
日
な
ら
ば
、
…
…
吏
戌
一
歳
」
な
ど
。

例
え
ば
、
「
将
吏
其
の
卒
を
将
ゐ
て
北
ぐ
る
は
、
其

の
将
[
吏
]
を
斬
る
」
な
ど
o

(10)

こ
れ
に
よ
る
と
、
当
時
、
「
名
は
軍
に
在
り
て
実
は

家
に
居
る
」
と
い
う
徴
兵
逃
れ
が
実
際
に
あ
っ
た
か
、

或
い
は
十
分
に
予
想
さ
れ
る
状
態
に
あ
り
、
そ
れ
が
国

内
の
食
料
事
情
に
深
刻
な
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
た
こ
と

が
分
か
る
。

(11)

出
土
し
た
竹
簡
本
の
内
、
現
行
本
『
尉
線
子
』
と
重
複

す
る
の
は
五
篇
あ
る
。
兵
談
篇
と
重
複
す
る
「
治
[
兵
]
f

攻
権
篇
と
重
複
す
る
「
兵
勧
」
、
そ
し
て
篇
題
は
未
詳

8
 

で
あ
る
が
、
各
々
守
権
篇
・
将
理
篇
•
原
官
篇
に
相
当
）ー

す
る
三
篇
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
他
、
こ
の
「
兵
令
」

cl

篇
も
重
複
し
て
い
る
訳
で
あ
る
が
、
先
の
よ
う
な
理
由

に
よ
り
、
一
応
除
外
し
て
お
く
。

(
1
2
)但
し
、
後
述
の
如
く
、
A
群
に
も
什
伍
•
連
座
制
等

の
重
要
性
自
体
を
主
張
す
る
部
分
は
存
在
す
る
。

(13)

『
尉
練
子
』
の
成
立
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
『
尉
線

子
』
の
富
国
強
兵
思
想
」
（
『
東
方
学
』
第
六
十
九
輯
‘

一
九
八
五
年
）
参
照
。

(14)

例
え
ば
、
「
故
に
五
人
に
し
て
伍
、
十
人
に
し
て
什
、

百
人
に
し
て
卒
、
千
人
に
し
て
率
、
万
人
に
し
て
将
あ
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り
」
「
故
に
凡
そ
兵
を
千
里
に
集
む
る
者
は
旬
日
、
百

里
の
者
は
一
日
、
必
ず
敵
境
に
集
む
」
な
ど
。

(15)

『
銀
雀
山
漢
墓
竹
簡
』
は
、
こ
の
部
分
の
参
考
と
し

て
、
現
行
本
兵
教
篇
の
一
段
「
為
将
忘
家
、
途
壊
忘
親
、

指
敵
忘
身
（
将
為
る
も
の
家
を
忘
れ
、
壊
を
鍮
へ
て
は

親
を
忘
れ
、
敵
を
指
し
て
は
身
を
忘
る
）
」
を
挙
げ
て

い
る
。

(16)

ま
た
、
こ
の
「
将
た
る
者
、
上
は
天
に
制
せ
ら
れ
ず
、

下
は
地
に
制
せ
ら
れ
ず
、
中
は
人
に
制
せ
ら
れ
ず
」
と

い
う
一
文
は
、

B
群
に
属
す
る
武
議
篇
に
於
て
も
、
人

事
を
重
視
し
、
呪
術
的
な
兵
法
を
否
定
す
る
文
脈
の
中

で
使
用
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
こ
と
か
ら
も
現
行
本
の
側

が
将
軍
論
に
関
し
て
微
妙
な
改
変
を
試
み
て
い
る
の
で

は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
る
。

(17)

例
え
ば
、
「
呉
起
秦
と
戦
ふ
。
舎
す
る
に
龍
畝
を
平

か
に
せ
ず
。
僕
檄
も
て
之
を
蓋
ひ
、
以
て
霜
露
を
蔽
ふ
。

此
く
の
如
き
は
何
ぞ
や
。
自
ら
人
よ
り
高
き
と
せ
ざ
る

が
故
な
り
」
（
武
議
）
、
「
将
帥
な
る
者
は
心
な
り
。

群
下
な
る
者
は
支
節
な
り
。
其
の
心
動
く
に
誠
を
以
て

す
れ
ば
、
則
ち
支
節
必
ず
力
む
」
（
攻
権
）
な
ど
は
、

相
互
の
人
間
的
信
頼
、
仁
侠
的
繋
が
り
を
主
張
し
て
い

る
が
、
他
方
、
「
号
令
明
ら
か
に
し
て
法
制
審
か
な
り
。

故
に
能
＜
之
を
し
て
前
ま
し
む
。
賞
を
前
に
明
ら
か
に

し
罰
を
後
に
決
す
」
（
制
談
）
、
「
試
み
に
臣
の
其
の

術
を
言
ふ
を
聴
け
。
三
軍
の
衆
を
し
て
一
人
を
誅
し
て

刑
を
失
ふ
こ
と
無
か
ら
し
む
る
に
足
る
。
父
は
敢
て
子

を
舎
さ
ず
、
子
は
敢
て
父
を
舎
さ
ず
。
況
ん
や
国
人
を
山

や
」
（
同
）
な
ど
は
、
将
軍
と
士
卒
と
を
結
ぶ
も
の
と
c
l

し
て
賞
罰
と
い
う
外
圧
の
重
要
性
を
説
い
て
い
る
。

(18)

鐘
兆
華
氏
『
尉
線
子
校
注
』
(
-
九
八
二
年
、
中
州

書
画
社
）
。

(19)

『
老
子
』
第
八
十
章
の
「
小
国
寡
民
」
以
下
を
参
照
。

(20)

『
秦
漢
簡
脹
論
文
集
』
（
甘
粛
省
文
物
考
古
研
究
所

編
、
甘
粛
人
民
出
版
社
、
一
九
八
九
年
）
所
収
。


